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１ 開催日時  平成29年12月４日（月曜日）午前10時～午後５時６分 

 

２ 開催場所  第３・第４委員会室 

 

３ 案  件 

  １ 証人尋問について 

２ その他 

 

○出席委員 

  委 員 長 丸 野 達 夫      委  員 長谷川 章 悦 

  副委員長 山 脇   智      委  員 藤 原 浩 平 

  委  員 中 村 美津緒      委  員 仲 谷 良 子 

  委  員 木 戸 喜美男      委  員 秋 村 光 男 

  委  員 里 村 誠 悦      委  員 赤 木 長 義 

 

○欠席委員 

なし 

 

○証人 

  川田清明氏（有限会社アクティブワークス 代表取締役） 

  野呂周生氏（元青森駅前再開発ビル株式会社 契約職員） 

  木村勝治氏（元青森駅前再開発ビル株式会社 常務取締役） 

 

○事務局出席職員氏名 

  議 会 事 務 局 長 木 浪 龍 太   議事調査課主査 山 内 克 昌 

  議会事務局次長 八木澤   透   議事調査課主査 柴 田   聡 

  議 事 調 査 課 長 齋 藤 賢 剛   議事調査課主査 花 田   昌 

  議事調査課副参事 横 内 英 雄   議事調査課主事 高 木   渉 
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○丸野達夫委員長 おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者

あり）ただいまから、アウガ問題調査特別委員会を開会いたします。 

 本日は、お手元に配付の案件表に従い会議を進めてまいります。 

傍聴人に申し上げます。携帯電話その他音声等を発する機器の電源をお切

りくださいますよう御協力をお願いいたします。 

また、証人が証言を行う上で支障があると判断した場合は、青森市議会委

員会条例第 19 条第２項の規定により、委員長の権限でその証人が証言を行う

間、傍聴人の退場を命ずる場合もありますので、あらかじめ御了承ください。 

本日は、３人の証人尋問を予定しております。午前に１人、午後に午後１

時と午後４時にそれぞれ１人ずつ証人尋問を行う予定としておりますので、

よろしくお願いいたします。 

ただいま報道機関から３人の証人尋問に関して、証人入室時の撮影の申し

出がありますので、証人が入室してからしばらくの間、撮影を許可したいと

思いますがよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○丸野達夫委員長 それでは、規制線越えても構いません。 

  〔報道関係者、規制線内に移動〕 

○丸野達夫委員長 これより、議事に入ります。 

本委員会に委任されておりますアウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政

関係等の関与の状況調査についての調査の件を議題とし、調査を進めます。 

本日は、本件について、有限会社アクティブワークス代表取締役川田清明

氏の証人尋問を行います。 

それでは、証人の入室を求めます。 

  〔川田清明証人入室〕 

○丸野達夫委員長 どうぞ、お座りください。 

  〔川田清明証人着席〕 

○丸野達夫委員長 そろそろ規制線にお戻りください。 

  〔報道関係者、証人等を撮影後、規制線内に戻る〕 

○丸野達夫委員長 川田清明証人におかれましては、お忙しいところ御出席

くださいまして、ありがとうございます。 

本委員会の調査のために御協力のほどよろしくお願いいたします。 

証言を求める前に証人に申し上げます。 

証人の尋問につきましては、地方自治法第 100 条の規定があり、またこれ

に基づき、民事訴訟法の証人尋問に係る規定が準用されることになっており

ます。 

これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し

上げる場合には、これを拒むことができることになっております。すなわち、
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証言が証人または証人の配偶者、４親等内の血族、３親等内の姻族もしくは

証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受け

る者が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれがある事項に関する

とき、もしくは、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、

歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証

人、宗教、祈禱もしくは祭祀の職にある者、またはこれらの職にあった者が

職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合、技術また

は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合。以上の場合には、証

人は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨お申し出

お願いいたします。それ以外は証言を拒むことはできません。もしこれらの

正当な理由がなくして証言を拒んだときは、６カ月以下の禁錮または 10 万円

以下の罰金に処せられることになっております。 

さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなければならないこと

になっております。この宣誓についても、次の場合はこれを拒むことができ

ることになっております。すなわち、証人または証人の配偶者、４親等内の

血族、３親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の

後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項について尋

問を受けるときは、宣誓を拒むことができます。それ以外に拒むことはでき

ません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは、３カ月以上５

年以下の禁錮に処せられることになっております。 

以上のことを御承知になっておいていただきたいと思います。 

それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。 

全員、御起立願います。 

  〔出席者一同起立〕 

○丸野達夫委員長 宣誓書の朗読を願います。 

○川田清明証人 宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何

事もつけ加えないことを誓います。平成 29 年 12 月４日、川田清明。 

○丸野達夫委員長 それでは、宣誓書に署名捺印願います。 

  〔川田清明証人、宣誓書に署名捺印〕 

○丸野達夫委員長 御着席ください。 

  〔出席者一同着席〕 

○丸野達夫委員長 これより証言を求めることになりますが、証言は証言を

求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際はその都度、委員長の許

可を得てなされるようにお願いいたします。なお、こちらから質問をしてい

るときは着席のままで結構ですが、お答えの際は、起立して発言を願います。 

委員各位に申し上げます。 

本日は、アウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政関係等の関与の状況調
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査に関する重要な問題について、証人より証言を求めるものでありますこと

から、不規則発言等、議事の進行を妨げる言動のないよう御協力をお願いい

たします。 

また、委員の発言につきましては、証人の人権に留意されますよう要望い

たします。 

これより、川田清明証人から証言を求めます。 

最初に委員長から所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員から御発言を

願うことにいたします。 

まず、あなたは、川田清明さんですか。 

○川田清明証人 立って言うんですか。 

○丸野達夫委員長 はい。 

○川田清明証人 はい、そうです。 

○丸野達夫委員長 住所をお述べください。 

○川田清明証人 青森市大野前田です。 

○丸野達夫委員長 職業をお述べください。 

○川田清明証人 インターネット関連事業をやっております。 

○丸野達夫委員長 生年月日及び年齢をお述べください。 

○川田清明証人 昭和 42 年 11 月生まれ、50 歳です。 

○丸野達夫委員長 ありがとうございます。 

 それでは私から共通質問をさせていただきます。 

 川田証人の経営する有限会社アクティブワークスとは、どのような会社な

のかお聞かせ願えないでしょうか。 

○川田清明証人 ＩＴ関連全般のものをやってる会社であります。 

○丸野達夫委員長 青森駅前再開発ビル株式会社とはどのようなことからか

かわることになったのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○川田清明証人 当初、地下から４階まで、うちのユーザーと言いますかお

客さんがもともとありましたので、その件で出入りがありました。 

○丸野達夫委員長 ありがとうございます。 

地階で行われた食街道めぐり事業のイベント、チラシ、ＣＭ等の仕事を受

注したと思いますが、この事業はどのようなものだったのでしょうか。また、

この事業を受注するに至るまでの経緯をお聞かせ願いたいと思います。 

○川田清明証人 ＣＭの作成と、あとＣＭ――テレビ局の放送する、放映す

る段取りと、あとは実際に食街道のホームページの作成などなどをやりまし

た。 

○丸野達夫委員長 受注するに至った経緯は。 

○川田清明証人 経緯は、その依頼があったからです。 

○丸野達夫委員長 当初出入りがあったので、その中で川田さんところに
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やったということですね。 

○川田清明証人 そうです。たまたま。 

○丸野達夫委員長 わかりました。 

この事業を受注する前段階で見積書を提出したと思いますが、その見積書

作成の際に、青森駅前再開発ビル株式会社から示された仕様書についてお伺

いしたいと思いますが、この仕様書は福島氏によって作成されたことが実績

報告書に記載されております。福島氏から事前にこの仕様書の提示はありま

したでしょうか。 

○川田清明証人 事前にというか、郵送かファクスだと思うんですけれども、

そんな感じだと。 

○丸野達夫委員長 じゃあ、その郵送かファクスでいただいた仕様書をもと

にお見積もりをしたということですね。 

○川田清明証人 はい。 

○丸野達夫委員長 わかりました。どうぞ御着席ください。以上で私の質問

は終わります。 

 次に、発言の申し出がありますので、順次これを許します。なお、証人に資

料等を提示して質問をする場合は、その都度、委員長の許可を得て行うよう

にお願いいたします。山脇智委員。 

○山脇智委員 日本共産党の山脇智です。本日はお忙しい中、出席いただき

ありがとうございます。 

最初に、順番に証言を求めていきたいと思いますが、初めに青森駅前再開

発ビル株式会社から具体的にどのように、このあおもり食街道のイベント、

チラシ、ＣＭのソフト事業について見積もりの依頼、説明があったのかにつ

いて証言を求めます。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 見積もり依頼が届きまして、その後に具体的にどうのこう

のというのは正直何があったっていうのは、今わからないです。わからないっ

ていうのは、あったような気もするんですけれども、具体的にわからないと

いうことです。いいですか。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 それでは、先ほど仕様書についての説明があったと思うんで

すけれども、作成に当たっては、先ほどもこの仕様書をもとに作成をしたっ

て言うんですけれども、誰がどのようにこの仕様書を参考にして見積もりを

作成し、ビル会社に提出したのかについては証言できますか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 うちの会社でみんなで話し合ってつくったものですけれど

も、そういう回答でいいですか。質問の意図として。 
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○丸野達夫委員長 質問の趣旨はどういう趣旨だったんですか。一度座って

いただけますか。 

○山脇智委員 趣旨としては、作成に当たって本日出席されてる川田証人は、

この作成とかには携わっていないという。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 作成って、物理――具体的に作成したってことで、例えば

ホームページをつくるとか、ＣＭをつくるとか、そういうことでいいですか。 

○山脇智委員 見積書には具体的にさまざまなポスターをどのような企画で

つくるとか、あとイベントの内容をどのようにするとか、見積書にも記載が

あると思うんですけれども、そういった内容については、当然、川田証人も

わかった上で、この見積書は作成していったという理解でよろしいかどうか

ということです。 

  〔「川田清明証人「はい、そうです」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 理解しているということですね。はい、わかりました。 

○山脇智委員 それでは、次の質問。どうぞ座ってください。 

 青森駅前再開発ビル株式会社から示されたここにソフト事業の仕様書があ

るんですけれども、この仕様書と実際に提出された見積書はなぜ各項目の順

番が入れかわっているのかについて、もしわかる範囲、わかることありまし

たらお答えをいただきたいと思います。 

○丸野達夫委員長 山脇委員、それは提示しないと多分わからないのではな

いかと思います。 

○山脇智委員 こっちが仕様書でこっちが実際に提出された見積書。 

  〔山脇智委員、委員長に資料を提示〕 

○丸野達夫委員長 それを聞きたいんでしょう。それを証人に提示してくだ

さい。説明してあげないとわからないと思います。 

  〔山脇智委員、川田清明証人に資料を手渡し、「実際にはパンフレット作

成、ポスター制作、ホームページ制作、オープニング――ＣＭ、オープ

ニングセレモニーというんですけれども、これだとパンフレットは一

緒なんですが、順番が――なのでテレビＣＭとかが一番最後になって

オープニングセレモニーは上の段にきています。ホームページ制作が

この下になっている。それであれば、この仕様書の順番でつくるんじゃ

ないかなと思いまして」と呼ぶ〕 

  〔川田清明証人、当該資料を確認〕 

○丸野達夫委員長 質問わかりますか。仕様書の順番で何でつくらなかった

のかという質問です。 

○川田清明証人 はい、わかりました。この前段階もありまして、実は最初

に一式っていう項目で見積もりを提示させていただいたら、一式っていうの
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はちょっとわかりにくいので、項目を分けてほしいということになったんで

すけれども、ただ順番に関しては別に何も……。 

○丸野達夫委員長 指定がなかった。 

  〔川田清明証人「意味はないです」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 そうすると確認します。仕様書のとおり見積もりしたん

だけれどもその順番には意味がなくて、自社で見積もりしやすいように見積

もりしたという解釈でいいですか。 

○川田清明証人 その一式というのにすごく私今記憶があるのは、それ以来

うちでは一式という形状の見積もり、基本的にやめました。依頼があればや

りますけれども。一応、その一式というのはやっぱり曖昧だので再提出して

るわけですから、それからやめたというのがありましたので、その部分ちょっ

と記憶には残っています。 

○丸野達夫委員長 なるほど。当初は、一式で見積もり依頼があって。 

○川田清明証人 いや、うちが一式で出したんですよ。 

○丸野達夫委員長 あ、出したんですか。 

○川田清明証人 そしたらそれがわかりにくいのか、ちょっと。 

○丸野達夫委員長 会社側からわかりにくいと。 

○川田清明証人 訂正がありまして、それでもううちはもう一式やめると。 

○丸野達夫委員長 そうすると、その一式の後にその仕様書が会社から出さ

れたんですか。 

○川田清明証人 いや。 

○丸野達夫委員長 違うんですか。 

○川田清明証人 もらって、一式で出してやったら……。 

○丸野達夫委員長 あ、それをもらって一式で出して。 

○川田清明証人 もう１回出した状態。 

○丸野達夫委員長 なるほど、わかりました。 

わかりましたか。 

○山脇智委員 わかりました。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

  〔川田清明証人「いいですか」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 そうだよね、返してもらって。 

  〔山脇智委員、川田清明証人から当該資料を回収〕 

○山脇智委員 それでは今の証言ですと、食街道事業の仕様書にはあったけ

れども、まず一式でビル会社のほうに提出をして、それでだめだということ

で返されたので各項目ごとにして、その過程でこの順番の並びになったとい

う御説明だったというふうに理解しましたので、それでよろしいですか。 

  〔川田清明証人「はい」と呼ぶ〕 
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○山脇智委員 それでは次に、博報堂及びジャパンクリエイティブという今

回ソフト事業に見積もりを提出した会社が２社あるんですけれども、そこと

アクティブワークスとの間でソフト事業の見積書を提出する前の段階で、こ

の２社と取引や仕事があったのかどうかについて証言を求めたいと思います。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 その２社は知り合いでもありますけれども、見積もりを提

出したかどうかというのは私が知り得る情報の範囲ではないので、知り合い

――たまたまもっと前から知っているっていうそういう形です。いいですか。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 今までの証言をちょっと聞いた中で、事前にわかっている情

報で、さまざま不思議な点が出てくるんです。 

まず、見積もりを提出した３社の見積書についてなんですが、先ほど一式

の形で出して返されたので、各項目ごとが順番が異なったということなんで

すけれども、このビル会社の出した仕様書と各項目の並び順は、この今お示

しした博報堂さんとジャパンクリエイティブさん、アクティブワークスさん、

全てが同じようにその並び順が変わっているんです。そうなってくると、な

ぜこの順番についてそういう指示があったわけでもなくて、返ってきた一式

を見直して自分たちで項目をやったのに、偶然にもその他の会社とも全く同

じ見積書の並びになるのかっていうことと、あとオープニングセレモニーに

おける出し物とかについても具体的な記述がないにもかかわらず、例えば出

し物は手踊り芸人で３社とも全く同じで。 

先日、中村委員が福島証人に質問したんですけれども、この３社の見積書っ

ていうのは 301 文字まで全く同様につくられているということで、今のよう

な過程を経たのであれば、私はこの３社の見積書っていうのはこういう全く

同じものにはならないと思うんですけれども、その辺について、もし川田証

人に何か認識とか、なぜそうなったのかというお考えがあれば示してほしい

んですが。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 それは、私に聞かれてもちょっとわからないです。 

○丸野達夫委員長 それはそうだよ。山脇委員。 

○山脇智委員 それでは、ソフト事業の見積もり提出において、他の見積も

り業者とのやりとりはなかったということですよね、もちろん。 

  〔川田清明証人「はい」と呼ぶ〕 

○山脇智委員 それでは、もっと聞こうと思ったんですが、博報堂及びジャ

パンクリエイティブは、この見積もり依頼を出していないというふうに回答

をしていて、また、先日の福島証人はただこの２社には見積もり依頼をした

という話をして、今、川田証人からは、この仕様書のもとに一式で出して戻っ
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てきたものをその項目ごとに出したということなんですが、じゃあなぜその

３社のものが全く同じになったのかですとか、また、出していないと言って

いるのはなぜなのかとか、さまざま疑問はあるんですけれども、今、川田証

人に私は聞きたいことは全て証言してもらいましたので、質問を終わります。 

○丸野達夫委員長 次に、中村美津緒委員。 

○中村美津緒委員 新政無所属の会、中村美津緒でございます。きょうはお

忙しい中、当市議会のアウガ問題調査特別委員会に御協力いただきましてま

ことにありがとうございます。私のほうから山脇副委員長に引き続いて御質

問させていただきたいと思います。大分前のことでもございますので、過去

提示された書類を随時お見せしながら確認等とってまいりたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

じゃあそれでは委員長、最初にきのうお見せいたしました。 

  〔中村美津緒委員、委員長に資料提示の許可を申し出〕 

○丸野達夫委員長 これ川田さんの会社のやつですか。はい。 

  〔中村美津緒委員、川田清明証人に資料を手渡す〕 

  〔川田清明証人、当該資料を確認〕 

○中村美津緒委員 ごらんください。 

それでは、平成 24 年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事業――以下、

国の補助事業と呼びます。平成 24 年１月 30 日、公募申請の見積書、それが

青森駅前再開発ビル株式会社――以下、ビル会社と呼びますが、そのビル会

社へアクティブワークスさんの名前が入った御見積書が提示されております

が、それはビル会社からどのような依頼がありまして提出したのか、提出依

頼方法を教えてください。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 郵送かファクス……。 

○丸野達夫委員長 ですね、先ほどもそう答えましたね。 

  〔川田清明証人「はい」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 郵送かファクスでその依頼がきたということでございま

したが、先ほど山脇委員がお見せいたしましたその仕様書でお見積もりを作

成したんでしょうか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 そのものがそれだかっていうのは、今ちょっとわからない

です。ただ、仕様書が来てるので見積もりをしたという。先ほどいただいた

ものだったかどうかっていうのも問い合わせられると、それはちょっとわか

らないです。 

○丸野達夫委員長 仕様書がないと見積もれないよね。中村委員。 
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○中村美津緒委員 ありがとうございました。 

じゃあその仕様書は、何度かに分けてきたと思うんですが、その見積もり

を出すたびに具体的な仕様書に変わってきたと思うのですがいかがでしょう

か。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 何度かに来たかどうかというところが、私はちょっとわか

らないです。意味わかりますか。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 わかりました。じゃあ、それでは先ほど郵送かファクス

で来たというふうな見積もり依頼だと思いました。その見積依頼書には、ア

クティブワークスさんの担当者へみたいな形で、個人名、つまり担当者直通

の依頼だったのでしょうか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 いや、普通に会社に。会社に普通に来るようなイメージで

ございます。 

○丸野達夫委員長 あれですよね、日ごろのやりとりがあるので、その延長

線上の中で、郵送もしくはファクスで来たという考えでよろしいですよね。 

○川田清明証人 はい。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございました。 

先ほど私がお見せいたしましたその御見積書は、アクティブワークスさん

でつくったその見積書で間違いないということでよろしいでしょうか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 はい、そうです。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 それは原本を提出いたしましたでしょうか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 はい、間違いなく印鑑を押しているものですので、原本に

なります。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございました。 

その際に、一番最初に御見積書を提出したのが１月 30 日でございました。

そのときに、ビル会社から補助事業というのは伝えられていましたでしょう

か。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 補助事業というのをわかっていたかどうかっていうのは、

ちょっと記憶的にはないんですけれども、ただ青森市ってついていたんで、
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そういうのかなっていう雰囲気は自分で思っていましたけれども。いいです

か。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございました。 

青森市というものがついていた仕様書があったということですよね。 

○丸野達夫委員長 タイトルが――だって青森市「食」街道めぐり事業って

なっているんでしょう。中村委員。 

○中村美津緒委員 先ほどのは、国の補助金なので、青森市というのはたし

かまだ出てこないと思うんですよね。青森市のその補助事業の申請に伴う御

見積書でないので、恐らくちょっと勘違いされている部分があるかもしれま

せん。結構です。 

次、ちょっとお見せしたいと思います。 

○丸野達夫委員長 あ、そっか。 

○中村美津緒委員 これがその公募申請書になります。 

  〔中村美津緒委員、委員長に資料提示の許可を申し出〕 

○丸野達夫委員長 誰が誰に出したのですか。 

○中村美津緒委員 アクティブワークスさんで、株式会社……。 

○丸野達夫委員長 あ、はい、わかりました。 

  〔中村美津緒委員、川田清明証人に資料を手渡す〕 

  〔川田清明証人、当該資料を確認〕 

○中村美津緒委員 それが今度――先ほど１月 30 日というふうに日付があ

りまして、今度、平成 24 年７月 18 日、金額が同じく 199 万 5000 円、公募申

請のときも 199 万 5000 円でございました。で、内容からいきますと、これも

また御見積依頼書があって、それでお見積もりを提出したと思うのですが、

それで間違いないでしょうか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 はい、間違いないです。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございました。 

そうしますと、先ほどの公募申請書、次に交付申請書ということで２回、

じゃあ、ソフト事業における見積もり依頼の仕様書があったということでよ

ろしいでしょうか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 ２種類ですか。今は、何種類あったかっていうのはちょっ

とあれですけれども。そのあったものに対して見積もりしたと思います。 

○丸野達夫委員長 その都度出したと。中村委員。 

○中村美津緒委員 わかりました。 
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その内容がどう変わったかわからないということでございましたが、見積

依頼書が来て見積もりを提出したということのその事実がわかりましたが、

そうしますと、今まで２度見積もりを提出いたしましたが、同じくその窓口

――ビル会社の窓口はどなたか御存じですか。記憶にございますか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 誰が窓口っていうのは、ちょっと今個人名でっていうのは

あれですけれども、一応見積もりを恐らく持参か郵送なんですけれども、回

数とすると持参のほうが多いんですよ。なので、事務所にお届けはしていま

すけれども、直接誰さん宛てにというのは多分ないと思う――誰に持って来

てくださいって多分なかったと思うんで、そこはちょっと誰っていうのは、

今自分としてはわからないです。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 私の聞き方がちょっと申しわけございませんでした。ビ

ル会社とアクティブワークスさんのその窓口になっていたビル株式会社さん

の窓口になっている方でございました。 

○丸野達夫委員長 あれでしょう。見積もりに当たって、どなたと交渉しな

がらこの見積書を作成したのかってことでしょう。 

○中村美津緒委員 はい。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 それは、福島さんですね。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございました。 

きのうも福島証人から私が３社にその見積もりをしたというお話がござい

ましたので。はい、ありがとうございました。 

 そうしますと次に……。委員長、こちらよろしいでしょうか。アクティブ

ワークスさんからビル会社に対する……。 

  〔中村美津緒委員、委員長に資料提示の許可を申し出〕 

○丸野達夫委員長 はい、どうぞ。 

  〔中村美津緒委員、川田清明証人に資料を手渡す〕 

  〔川田清明証人、当該資料を確認〕 

○中村美津緒委員 次に、そちらのお見積もりでございました。平成 25 年１

月４日に同じく額面、３回目も同額の 199 万 5000 円の見積書がビル会社へ提

出されておりました。その見積書の作成、アクティブワークスさんで作成し

たことが、そちらごらんのとおり明らかになっているんですが、じゃあこの

３回目も同じビル会社のほうから見積もり依頼があり、その仕様書が郵送か

ファクスで送られて見積もりを提出したという流れでよろしいでしょうか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 
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○川田清明証人 先ほども言いましたけれども、これはさっき言ったその一

式から項目が分かれたものになります。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございます。 

まさに、いよいよ３回目になりますと、大分ビル会社側も内容がわかって

きたので、その戦略補助金のソフト事業のその仕様書の内容の項目もきめ細

かになると思うんですが、そこでもう一度ちょっと確認のためにお見せした

いんですが。先ほど、山脇さんから。 

  〔中村美津緒委員、委員長に資料提示の許可を申し出〕 

○丸野達夫委員長 これ、山脇委員見せたやつか。いいよ、はい。 

  〔中村美津緒委員、川田清明証人に資料を手渡す〕 

  〔川田清明証人、当該資料を確認〕 

○中村美津緒委員 恐らくそれが――ビル会社さんは、これしか持っていな

いということで、これが実績報告書に添付をされていたんですけれども、こ

ちらで最後の３回目のお見積もりをしたというその記憶ってございますか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 先ほども申し上げましたけれども、これかどうかっていう

のはあれですけれども、仕様書を見てお見積もりをしていると思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございます。 

結果して、競争見積もりをしたということで福島証人の証言があるんです

けれども、先ほど見積もり依頼があり、そしてビル会社へ持って行ったとい

うことでございましたが、その競争見積もりというのはどの段階でわかりま

したでしょうか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 多分、途中だと思います。 

○丸野達夫委員長 見積書を提出している中でわかったということですか。 

○川田清明証人 そうそう。要は、いただいてすぐわかったわけではなくて、

見積もりした後だと思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 これまでの１回目、２回目、３回目の見積もりの提出が

ございましたが、どの辺の――１回目、２回目、３回目どの辺で競争見積も

りがあったというふうに気づきましたでしょうか 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 非常に難しいですが、多分、一番最初じゃないですよね。

その後だと思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 
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○中村美津緒委員 わかりました。 

見積もりの――競争見積もりを行いました同業他社というふうな言い方を

させていただきますが、その同業他社、２社の名前というのは、先ほど山脇

副委員長から言われて初めてわかったと思うんですが、その当時はどこの業

者が一緒に競争見積もりしているっていうのは認識ありましたでしょうか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 ありませんでした。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございます。 

それでは、次の資料をごらんになっていただきたいと思います。実績報告

書に添付されているアクティブワークスさんとの業務委託契約書になります。 

  〔中村美津緒委員、委員長に資料提示の許可を申し出〕 

○丸野達夫委員長 ビル会社と川田さんとこね。じゃあ、いいです。 

  〔中村美津緒委員、「これ、ビル会社とアクティブワークスさんが結んだ

業務委託契約書なんですけれども」と呼び、続けて委員長に資料提示

の許可を申し出〕 

○丸野達夫委員長 あ、はい。 

  〔中村美津緒委員、川田清明証人に資料を手渡す〕 

  〔川田清明証人、当該資料を確認〕 

○中村美津緒委員 いよいよ見積もりが提出されまして、そして、低落札業

者のアクティブワークスさんが落札しまして業務を請け負うことになるんで

すが、そちらの業務委託契約書がございます。その業務委託契約書は、どな

たが作成したのかお答えください。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 これは、いただいたものだと思いますので、多分アウガ側

だと思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございます。 

アウガ側というふうな今証言をいただきました。先ほど公募申請書、そし

て交付申請書のお見積もりをお見せいたしました。３回目の御見積書のその

書式と１回目、２回目、３回目。３回目のその見積もりの書式が違うのです

が、何か理由があったんでしょうか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 特別ないと思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 じゃあ、改めてお尋ねいたします。 

１回目、２回目、３回目も間違いなくアクティブワークスさんが作成した



 

－15－ 

見積もりで間違いないということでしょうか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 はい。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 こちらなんですけれども、業務完了通知書。これは、ア

クティブワークスさんから……。 

  〔中村美津緒委員、委員長に資料提示の許可を申し出〕 

○丸野達夫委員長 仕事が終わりましたってことね。 

○中村美津緒委員 そうです。 

○丸野達夫委員長 はい。 

  〔中村美津緒委員、川田清明証人に資料を手渡し、「今度、業務完了報告

書。アクティブワークスさんからビル会社さんに。ちょっとその書類

いただいてよろしいですか」と呼ぶ〕 

  〔川田清明証人、さきに手渡された資料を返却し、当該資料を確認〕 

○中村美津緒委員 そちらも、実績報告書に添付されている書類でございま

した。仕事が終わりましたよという業務完了報告書でございます。その文書

の作成者はどなたになりますでしょうか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 これは、うちでつくりました。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございました。 

そうしますと、次の確認なんですけれども、先ほど御見積書は原本を提出

したということでございました。そして、もう一度確認のためにお見せいた

します。 

  〔中村美津緒委員、委員長に資料提示の許可を申し出〕 

○丸野達夫委員長 同じのでしょう。はい。 

  〔中村美津緒委員、川田清明証人に資料を手渡す〕 

  〔川田清明証人、当該資料を確認〕 

○中村美津緒委員 川田証人にお尋ねいたします。上のほうに、ファクスで

アクティブワークスさんからビル会社さんへ送られていたというその履歴が

残っている日付、平成 25 年４月８日でしたっけ。４月８日、アクティブワー

クスさんからビル会社へ見積書と請求書、同時にビル会社にアクティブワー

クスさんから送られているんですが、先ほど原本を提出したというふうに

おっしゃっておりましたが、実績報告書にはそのコピーがついておりました。

もう一度確認いたしますが、原本を見積書も請求書も持参して持って行った

ということでよろしいでしょうか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 
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○川田清明証人 見積書は基本判こがあるもの、請求書も判こがあるもの―

―ま、請求書は郵送という場合もありますけれども、基本的には持って行っ

ている回数が多いので、お届けしてるんではないかなと思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 それでは、なぜアクティブワークスさんからビル会社へ

その見積書と請求書が一緒になって、４月８日――実績報告書が閉じた段階

で、ビル会社へ送られてきたのか記憶ございますか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 それは、私ちょっとわからない範囲です。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ファクス送った記憶はございますか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 ファクスを送った記憶はないです、はい。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 わかりました。ファクスを送った記憶がないということ

は、そうしますと川田さん以外にその見積書、請求書を取り扱う方は、ほか

にもいらっしゃるということでしょうか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 うちの社員であれば誰でもできます。 

○丸野達夫委員長 ごめん。その前にあれなんだけれども、アクティブワー

クスさんからビル会社に送ったその通信履歴というのは、電話番号がアク

ティブワークスさんの番号とビル会社を確認した上での質問ですか。 

○中村美津緒委員 はい。 

○丸野達夫委員長 で、あればいいです。中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございます。じゃあ、もう１つ資料をごらん

になっていただきたいと思います。 

  〔中村美津緒委員、委員長に資料提示の許可を申し出〕 

○丸野達夫委員長 はい。 

  〔中村美津緒委員、川田清明証人に資料を手渡す〕 

  〔川田清明証人、当該資料を確認〕 

○中村美津緒委員 今、見ていただいているのは、アクティブワークスさん

の社名のない、つまり、大事な部分の代表印も押ささっていない。で、先ほど

お見せしましたその同じ見積書、ここの社名がないところが同じくファクス

送信されているんですけれども、じゃあ、それも川田さん的にはファクスを

送った記憶はないということですか。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 基本、社名がないものは送らないと思います。 
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○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 じゃあ、送られたそこに事実があるということは、じゃ

あ、従業員のどなたかが送った可能性が高いということになりますでしょう

か。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 いや、送ったかどうかっていうのはわかりませんけれども、

ただ普通、社名のないものは送らないんじゃないかなという気はしますが。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 はい、わかりました。社名のないものは普通送らないん

ですが、なぜかアクティブワークスさんが全く同じ書式のものの、社名のな

いものが送られているというちょっと疑問が残るところでございました。 

 次の質問に入ります。平成 25 年１月８日、業務委託契約書をビル会社と締

結いたしました。そこでようやく仕事に入るわけですが、国の補助事業にお

ける見積もりに掲載されているテレビコマーシャル――ま、実際コマーシャ

ルも放映されました。そのテレビコマーシャルの制作者は、どなただったの

か教えてください。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 うちの会社でつくりました。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 アクティブワークスさんで制作したということがわかり

ましたが、次の質問は、そちらを青森市内の某テレビ局で放映されました。

アクティブワークスさんと某テレビ局のそのやりとりでございますが、どう

いったその発注方法だったのか教えてください。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 普通に見積もりの段階で御相談しに行って、可能かどうか

も含めて相談して、実際に決まった――要は、その実際にやりますっていう

ときに、また再度御相談に行って、こういうふうになりましたっていうふう

になりました。 

○丸野達夫委員長 見積もりの段階では相談しなかったんですか。 

○川田清明証人 見積もりの段階で相談に行った上で、本番でまた行きまし

たっていう流れです。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 それでは、某テレビ局に直接発注したやりとりを教えて

いただきたいんですが、アクティブワークスさんから某テレビ局へどのよう

な流れで発注したか教えてください。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 見積もりの段階で、うちの会社が会社として発注するって



 

－18－ 

ことはそれまでなかったんですけれども、それまではいろいろやりとりはあ

りました。見積もりの相談に行った後に、じゃあ実際にやるったときに、う

ちが登録業者じゃないので、すぐそのＣＭを受け付けることができないとい

うふうに言われたので。これもう大分たってからですよ、本番、直前。それだ

とちょっと困るので、何かいい方法ないかっていうことで、テレビ局に相談

したところ、うちの会社とやりとりあるところだったら、経由的にきちっと

した形で申し込みできますよ、いう流れになります。 

○丸野達夫委員長 済みません、登録業者っていうのは何ですか。 

○川田清明証人 要は、誰でも勝手にＣＭを申し込めない制限がかかってい

たんですね。 

○丸野達夫委員長 あ、そうなんですか。 

○川田清明証人 それも私わからず、ずっと話進めていっているじゃないで

すか。じゃあ実際、じゃあやりますよっといったときには、実は結構な金額

で登録しなきゃいけないということで、だから、はっきり言うと登録業者に

なるお金を払ってまでもやる仕事ではなかった。 

○丸野達夫委員長 登録業者になるためには、お金を払わなければいけない

んですか。 

○川田清明証人 相当、結構なんですよ。なので苦肉の策で、じゃあテレビ

局のほうとどうしたらいいのかっていう、今、実際にもう登録されている業

者に、うちがお願いするのが１番いいんじゃないかというお話では一応提案

いただいてっていう形。 

○丸野達夫委員長 そうすると確認しますけれども、川田さんのところでＣ

Ｍつくったけれども、登録業者でなかったんで放映できないってことになっ

たので、登録業者さんにお願いしてＣＭを流してもらったということでいい

んですね。 

○川田清明証人 そう。それをテレビ局のほうから提案をもらってっていう

ことです。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 じゃあ、ちょっと整理させてください。打ち合わせは、

某テレビ局と行った。直接発注することができないので、間にその登録業者

を挟んで依頼をしたということでよろしいでしょうか。 

  〔川田清明証人「はい」と呼ぶ〕 

○中村美津緒委員 じゃあ、そのここに挟んでいる登録業者さんのお名前を

教えてください。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 それは、博報堂さんです。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 
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○中村美津緒委員 ありがとうございます。 

そうしますと、打ち合わせは某テレビ局で行って、あと見積もり等々のい

ろんなその中の打ち合わせは某テレビ局さんと行って、直接注文することが

できないのでいろいろと取引があった東北博報堂さんにお願いをして、東北

博報堂さんからここはもう直接某テレビ局でよろしかったんでしょうか。 

○丸野達夫委員長 ごめんなさい。その前に東北博報堂さんなの、博報堂さ

んなの。 

○中村美津緒委員 東北博報堂さんですか。 

○丸野達夫委員長 済みません。川田証人。 

○川田清明証人 今、東北でしたっけ。 

○丸野達夫委員長 あ、当初と名前違うんですか。 

○川田清明証人 ですね。多分青森ってつくはず。 

○丸野達夫委員長 正式名称が。 

○川田清明証人 あれですけど、東北ではないと思います。 

○丸野達夫委員長 東京の博報堂さんのことを指しているの。 

○川田清明証人 あ、いや。 

○丸野達夫委員長 ではなくて。 

○川田清明証人 青森。 

○丸野達夫委員長 青森の博報堂さんを指しているんですね。 

○川田清明証人 はい。 

○丸野達夫委員長 済みません。わかりました。中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございました。 

恐らく３社見積もり出しているうちのその東北博報堂さんの見積書は、東

北博報堂さんとたしか書いておりましたので。じゃあ、その東北博報堂さん。

窓口は、青森にあるその博報堂さんだと思うんですけれども、それは間違い

ないですよね。 

○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 はい、間違いないです。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 わかりました。以上のことから、福島証人は３社に自分

が見積もり依頼をしたということで、ただ、その２社は自分たちは見積もり

を提出していない。川田証人は、その見積もりは見積もり依頼があって、そ

の都度見積もりを提出した。業務委託契約を結んだ際に、コマーシャルは某

テレビ局と直接行っていましたけれども、いざ発注の段階になったら、直接

取引ができないよというふうに言われて、ここに間に入っている登録業者で

あった東北博報堂さんに間を経由してコマーシャル発注したという、きょう

の流れでよろしかったでしょうか。 
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○丸野達夫委員長 川田証人。 

○川田清明証人 はい、よろしいです。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 以上のことで、私の川田証人の質問は終わりたいと思い

ます。きょうは、お忙しい中どうもありがとうございました。 

○丸野達夫委員長 以上で、川田清明証人に対する尋問は終了いたしました。 

川田清明証人には長時間、長い間ありがとうございました。御退席していた

だいて結構でございます。 

  〔川田清明証人退席〕 

○丸野達夫委員長 以上で、有限会社アクティブワークス代表取締役川田清

明氏の証人尋問を終わります。 

この際、暫時休憩いたします。 

本委員会の再開時刻は午後１時からといたします。 

 

午前 10 時 46 分休憩 

                          

 

午後１時再開 

 

○丸野達夫委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

証人尋問を続行いたします。 

本委員会に委任されておりますアウガ問題に関する調査特別委員会で疑義

の残った事項、あおもり「食」街道めぐり事業及び青森市「食」街道めぐり事

業に係る工事の入札における見積もり合わせに関する事項、ヤマト運輸株式

会社の出店に伴う工事におけるスプリンクラーの移設・増設に関する事項、

平成 25 年３月に行った地階飲食店の出店に伴う工事及び「アウガ１階水の遊

歩道工事①」、「アウガ１階水の遊歩道工事②」、「アウガ１階１―８区画ガー

ルフレンド」の工事に対し、青森駅前再開発ビル株式会社が工事費を負担し

ていたことに関する事項、青森駅前再開発ビル株式会社が行った国等の補助

事業工事の手順に関する事項及びアウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政

関係等の関与の状況調査についての調査の件を議題とし、調査を進めます。 

本日、本件について、元青森駅前再開発ビル株式会社契約職員野呂周生氏

の証人尋問を行います。 

それでは、証人の入室を求めます。 

  〔野呂周生証人入室〕 

○丸野達夫委員長 どうぞ、お座りください。 

  〔野呂周生証人着席〕 
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○丸野達夫委員長 報道機関の皆さんは、規制線にお戻りください。 

  〔報道関係者、証人等を撮影後、規制線内に戻る〕 

○丸野達夫委員長 野呂周生証人におかれましては、お忙しいところ御出席

くださいまして、ありがとうございます。本委員会の調査のために御協力の

ほどよろしくお願いいたします。 

証言を求める前に証人に申し上げます。 

証人の尋問につきましては、地方自治法第 100 条の規定があり、またこれ

に基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになってお

ります。 

これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し

上げる場合には、これを拒むことができることになっております。すなわち、

証言が証人または証人の配偶者、４親等内の血族、３親等内の姻族もしくは

証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受け

る者が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれがある事項に関する

とき、もしくは、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、

歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証

人、宗教、祈禱もしくは祭祀の職にある者、またはこれらの職にあった者が

職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合、技術また

は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合。以上の場合には、証

言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨お申し出を願い

ます。それ以外には証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由

がなくして証言を拒んだときは、６カ月以下の禁錮または 10 万円以下の罰金

に処せられることになっております。 

さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなければならないこと

になっております。この宣誓についても、次の場合はこれを拒むことができ

ることになっております。すなわち、証人または証人の配偶者、４親等内の

血族、３親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の

後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害がある事項について尋問を

受けるときには、宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことはでき

ません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは、３カ月以上５

年以下の禁錮に処せられることになっております。 

以上のことを御承知になっておいていただきたいと思います。 

それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。 

全員、御起立願います。 

  〔出席者一同起立〕 

○丸野達夫委員長 宣誓書の朗読をお願いいたします。 

○野呂周生証人 宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何
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事もつけ加えないことを誓います。平成 29 年 12 月４日、野呂周生です。 

○丸野達夫委員長 それでは、宣誓書に署名捺印をお願いいたします。 

〔野呂周生証人、宣誓書に署名捺印〕 

○丸野達夫委員長 御着席お願いいたします。 

  〔出席者一同着席〕 

○丸野達夫委員長 野呂証人から、本委員会で送付した証人尋問質問要旨一

覧を参考に証言を行いたい旨の申し出がありました。 

これを許可することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸野達夫委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、証人尋問質問要旨一覧を参考にすることを許可いたします。 

これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を

超えないこと、また、御発言の際にはその都度、委員長の許可を得てなされ

るようにお願いいたします。なお、こちらから質問をしているときは着席の

ままで結構でございますが、お答えの際は、起立して発言を願います。 

委員各位に申し上げます。 

本日は、アウガ問題に関する調査特別委員会で疑義の残った事項、あおも

り「食」街道めぐり事業及び青森市「食」街道めぐり事業に係る工事の入札に

おける見積もり合わせに関する事項、ヤマト運輸株式会社の出店に伴う工事

におけるスプリンクラーの移設・増設に関する事項、平成 25 年３月に行った

地階飲食店の出店に伴う工事及び「アウガ１階水の遊歩道工事①」、「アウガ

１階水の遊歩道工事②」、「アウガ１階１―８区画ガールフレンド」の工事に

対し、青森駅前再開発ビル株式会社が工事費を負担していたことに関する事

項、青森駅前再開発ビル株式会社が行った国等の補助事業工事の手順に関す

る事項及びアウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政関係等の関与の状況調

査に関する重要な問題について、証人より証言を求めるものでありますこと

から、不規則発言等、議事の進行を妨げる言動のないよう御協力をお願いい

たします。 

また、委員の発言につきましては、証人の人権に留意されますよう要望い

たします。 

これより、野呂周生証人から証言を求めます。 

最初に委員長から所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員から御発言を

願うことになります。 

まず、あなたは、野呂周生さんですか。御起立をお願いいたします。 

○野呂周生証人 はい。 

○丸野達夫委員長 住所をお述べください。 

○野呂周生証人 青森県青森市桂木一丁目です。 
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○丸野達夫委員長 職業をお述べください。 

○野呂周生証人 会社役員です。 

○丸野達夫委員長 生年月日及び年齢をお述べください。 

○野呂周生証人 昭和 58 年７月、34 歳です。 

○丸野達夫委員長 ありがとうございます。どうぞ御着席ください。 

それでは私から共通質問を行います。 

地階にて行ったあおもり「食」街道めぐり事業とは、どのようなものだっ

たのか、その事業の内容をお聞かせください。野呂証人。 

○野呂周生証人 食街道めぐり事業ですか。 

○丸野達夫委員長 はい。 

○野呂周生証人 については、経済産業省が主体となって、地域の活性化―

―中心市街地活性化に寄与する事業であれば、補助を対象にするということ

で、青森駅前再開発ビル株式会社が行ったものです。 

○丸野達夫委員長 ありがとうございます。 

次に、１階にスイーツコーナーが設置されましたが、これもまたどのよう

な事業だったのかお教えいただきたいと思います。野呂証人。 

○野呂周生証人 これも先ほど同様、青森県の地域の特産品だとかそういう

ものを使って地域活性化に対して、補助が出るということの事業だったと思

います。 

○丸野達夫委員長 ありがとうございます。 

野呂証人が青森駅前再開発ビル株式会社の契約社員になった経緯について、

お聞かせいただきたいと思います。野呂証人。 

○野呂周生証人 私が契約社員になった経緯は、ずっと赤字体質から抜けら

れないアウガが私の父が社長をやることになりまして、私自身、10 代のころ

からアパレルだとか服飾雑貨だとか、そういうところの交流がありましたも

のですから、無報酬でもちょっと手伝えということを言われまして、まあや

るかということで、入社する経緯になりました。 

○丸野達夫委員長 取締役会議事録を見ますと、野呂証人が発言する場面が

幾度とありますが、どのような立場で出席し、どのような案件について発言

しているのかお教えください。 

○野呂周生証人 取締役会は、当時、企画営業部という形で次長という方が

トップで実質いたんですけれども、それ以下全て出席するようにというふう

に取締役会のほうから要望されまして、出席して発言しておりました。 

○丸野達夫委員長 ありがとうございました。ちょっと確認しますけれども、

そうすると野呂証人は企画営業部だったということなんですか。 

○野呂周生証人 そうです。 

○丸野達夫委員長 わかりました。私から最後の質問であります。 
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 野呂証人は、リーシングを何度となく行っていたようですが、入社前にリー

シングの経験を得ていたのですか。それとも、入社後に御自身がスキルアッ

プして身につけていったものなのですか。野呂証人。 

○野呂周生証人 青森駅前再開発ビル株式会社に入社する前から、民間の

リーシング、商業施設ではないですけれども――ま、一部商業施設もあるか

――のリーシングのほうとかＭＤのほうは、実務として行っておりました。 

○丸野達夫委員長 ありがとうございます。 

差し支えなければ、そこのリーシングというのは、どこの会社というか、

民間でないとおっしゃったので。 

○野呂周生証人 いや、民間です。 

○丸野達夫委員長 あ、民間。わかりました。 

 これにて、私からの質問は終わります。 

次に、発言の申し出がありますので、順次これを許します。なお、尋問は証

言を求める事項ごとに行います。また、証人に資料等を提示して質問をする

場合は、その都度、委員長の許可を得て行うようにお願いいたします。 

初めに、証言を求める事項、地階あおもり食街道について発言を許します。

山脇智委員。 

○山脇智委員 日本共産党の山脇智です。本日はお忙しい中、御出席いただ

きまして、ありがとうございます。 

 それでは、証言を求めていきたいと思いますが、先ほどの質問にもありま

したとおり、野呂証人は当時平成 24 年、この食街道めぐり事業などが行われ

た際にリーシング担当職員としてかかわっていましたが、そのことについて、

まず証言を求めていきたいと思います。 

 初めに、地階あおもり食街道事業について、野呂証人は取締役会でも報告

などをしておりますが、どのようにこの事業にかかわっていたのか証言を求

めます。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 どのようにかかわっていたのかという質問なんですけれど

も、まず、この地階あおもり食街道についてっていう経済産業省に申請する

段階で、具体的にはコンセプトだとか、例えばそういう――何ていうんです

かね、補助をとるように経済産業省に行ったこともありますし、（「プレゼン

したということですね」と呼ぶ者あり）行ってプレゼンしたこともあります

し、あと友人とか、例えば、民間のお店に何とかこれに対して出店してくれ

ないかというようなお声がけもさせていただきました。 

○丸野達夫委員長 山脇証人。あ、山脇委員。失礼いたしました。 

○山脇智委員 それでは、次に今補助事業については、申請ですとか、あと

福島証人からは実績報告書の作成にも協力をしていたという証言があったわ
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けなんですけれども、この補助事業で今問題になっている例えば事前着工と

いうのは、補助金がおりる前に工事をしてはならないということですとか、

あと、見積もり業者の選定についてもやはりしっかりとした競争入札を行う

べきだということで、ちゃんとこの補助事業のマニュアルというものがある

んですけれども、この補助事業のマニュアルについては、こういう厳しい決

まりがあるということは、野呂証人は、もちろん承知なさってこの事業にか

かわっていたのかどうか証言を求めたいと思います。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 見積もりが必要だということは、知っておりました。あと、

何でしたっけ。 

  〔山脇智委員「事前着工」と呼ぶ〕 

○野呂周生証人 事前着工のほうは、具体的なそういうルール、細かい細部

のルールまではちょっと承知しておりませんでした。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 国の補助事業にかかわって、申請までも行っているんであれ

ば、やはりそういったルールはしっかりとわかった上で携わるべきだろうと。

そういう中で今問題が起きているわけなんですけれども、そこで先日、建設

業者の元営業課長の方が証言に来た際に、国の補助事業だということをビル

会社のほうから知らされなかったと。そのため、民間の事業だというふうに

誤認をした中で、こういった補助事業の手順に沿わないことを行ってしまっ

たという証言がなされたわけなんですけれども、当時、ビル会社がこの有限

会社沼田建設に対して、国の補助事業であるということは、しっかり説明を

した上で見積もりや工事の請負を依頼していたのかどうか証言を求めたいと

思います。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 当時、さまざまな――沼田建設さん以外にも複数の業者が

多分入ったと思うんですけれども、私のほうから国の補助金が申請して、例

えばマニュアルがあるんですよというそういうマニュアルとか説明したこと

はありません。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 じゃあ、建設会社のほうは、もしかするとこの補助事業につ

いては、ビル会社から説明がなされなかった可能性もあるというような証言

だったということか、それとも説明をしなかったという証言なんですか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 ビル会社として、しているかしていないかというのは、

ちょっと私はわからないですけれども、私自身は業者に対して、このスイー

ツコーナーとか食街道にかかわった業者の方に説明した覚えはありません。 
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○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 それでは、地階あおもり食街道事業については、現在取り寄

せている取締役会が平成 24 年度のものしかないわけなんですけれども、この

事業について、141 回の平成 24 年度に行われた取締役会で、食街道めぐり事

業のオープン予定日ですとかを野呂証人が報告をなされているわけなんです

が、これらの事業提案なども過去の取締役会などで行っていたのか、また、

行っていたとすればどういうふうに説明はなされていたのか、証言できる範

囲でお願いしたいと思います。 

○丸野達夫委員長 山脇委員、それは、同様の事業に対してそういうことを

していたかっていうことを聞いているんですね。 

○山脇智委員 そうですね。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 ちょっと私、日付のほうとかそういう詳しい日時は今

ちょっと特定できないんですけれども、取締役会というのは説明の場という

よりは、その事業に対して、いいか悪いかという是非を取締役の方にお尋ね

する場ですので、その前にミーティングというかそういう形が何回か行われ

ています。ちょっと議事録とかないと思うんですけれども、そういう場で私

のほうから取締役の方々に例えば、今こういう形で動いていますよとか、進

捗のほうの報告はさせていただいていると思います。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 では、取締役会では当然、こういった事業を行うことについ

ては、最終的に決定するのは取締役会だと思うんですけれども、この事業に

ついては、そのように説明をした上でちゃんと取締役会で決定して行われて

いるという証言でよろしいでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 はい、そのとおりです。 

○丸野達夫委員長 あの確認ですけれども、これに限らずそういう手続をい

つも踏んでいますよということでいいんですよね。 

○野呂周生証人 はい、そうですね。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 わかりました。以上で１項目めの証言、質問を終わります。 

○丸野達夫委員長 次に、中村美津緒委員。 

○中村美津緒委員 新政無所属の会、中村美津緒でございます。本日は、当

市議会のアウガ問題調査特別委員会に御協力いただきまして、まことにあり

がとうございます。 

 あおもり「食」街道めぐり事業、国の補助事業でございます。そして、青森

市「食」街道めぐり事業、これは、市の補助金でございます。それも入札にお
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ける見積もり合わせに関する事項のうち、地下あおもり食街道について、お

尋ねをしてまいります。その前に、ちょっと先ほどの確認をちょっとさせて

ください。委員長が契約嘱託職員となるその経緯をお知らせくださいという

ことに対しまして、ちょっと確認をさせてください。社長から手伝えという

ふうに言われて無報酬で入ったという今お話でございましたが、それでよろ

しかったでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 はい、そのとおりです。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 あ、そうでしたか。ちょっとこれまでの市側の答弁とま

た食い違うので、ここも疑義を残したままちょっと次の質問に入ってまいり

ますが、それでは先ほど経済産業省ですか、東京のほうにプレゼンに行った

ということでございました。ちょっと、この書類をまた、お見せしたいので

すがよろしいでしょうか。 

  〔中村美津緒委員、委員長に資料提示の許可を申し出〕 

○丸野達夫委員長 これをな……ああ。これ。 

○中村美津緒委員 これ、経済産業省の公募申請書です。 

○丸野達夫委員長 はい。 

  〔中村美津緒委員、野呂周生証人に資料を手渡し、「これ経済産業省、東

京に公募申請書を出した書類で、こちらにマネージャーが福島さん、

野呂周生さんがリーシング担当と書いております。はい、ちょっとこ

ちら」と呼ぶ〕 

  〔野呂周生証人「見ていいですか」と呼び、当該資料を確認〕 

○中村美津緒委員 そちらの公募申請書なんですけれども、先日、福島証人

にも見ていただきました。福島証人も同様、野呂証人と一緒に東京のほうへ

プレゼンに行ったということが明らかになっております。そちらの公募申請

書でございますが、ごらんになったことはありましたでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 こちらは見たことあります。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございました。 

福島証人も同様、その中身を見たということの証言はいただいております。

じゃあちょっとまた、その書類を回収させていただきます。 

  〔中村美津緒委員、野呂周生証人から当該資料を回収〕 

○中村美津緒委員 そうすれば、当たり前の質問なんですけれども、じゃあ

この事業、国と市の事業でございます。これ、補助事業ということは、これ当

たり前に当然に知っていたということでよろしいですよね。 
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○丸野達夫委員長 先ほどそれを認めたと思いますけれどもね。 

○中村美津緒委員 わかりました。認めたということでございまして、先ほ

ど沼田建設にこちらの公募申請書の段階でも、沼田建設から御見積書が提出

されております。そのときに野呂証人は、沼田建設に先ほど補助事業である

ということは伝えていなかったという証言をいただきました。そうすると、

福島証人は補助事業であることは伝えたというふうにおっしゃっておりまし

た。そうすると、野呂証人はリーシング担当というある程度――市側の答弁

でもそうなんですけれども、かなりのリーシングを任せられていた。取締役

会にも参加していたくらいですから、かなり重役であったということをお聞

きしておりました。 

 ところが、野呂証人は沼田建設に対しまして、補助事業だということは伝

えておりませんでしたが、それは、福島証人が補助事業であることを沼田建

設に伝えたから、自分は伝えなくてもいいというふうに判断をしたのか、な

ぜ沼田建設に対して補助事業であることを伝えなかったのか、そこの理由を

お知らせください。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 私のほうで先ほどお答えさせていただいたのは、私が沼田

建設さんの元課長さんだとか、そういう方々に補助事業の内容を説明したか

ということだったもんですから、それは説明はしておりませんと。で、補助

事業の例えば概略だとか、そういうことは一切私のほうからは説明していな

いです。 

 ただ、会社ですから、この見積もりを実際にとるとらないという作業に関

しましても、私が見積もりをとってはいません。何て言うんですか、工事っ

てなると管理部、管理の方々が当然いますので、そういった方々が例えば、

どこの柱はだめだよとか、ここには、例えばこういう機材があるよとかそう

いうことを説明してはいると思います。ただ、補助については、私が説明し

ていないだけであって、例えば、会社の例えば福島だとか違う担当の者が説

明したんであれば、説明したんだと思いますけれども。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 貴重な証言、ありがとうございました。 

そうしますと、ビル会社の中にある程度建築に対して、そのノウハウを用

意した方がいらっしゃったというお話でしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 はい。ノウハウがあるかないのかということは、どの程度

かはちょっとわかりませんけれども、ビル会社の中でもちゃんと役割があっ

て、次長という私の上司に当たる方も例えば立ち会いをしたりだとか、例え

ば図面を持ってきたりだとかそういうことを共同で作業していたように記憶
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しています。 

○丸野達夫委員長 ちょっと確認なんですが、昨日福島証人が次長という肩

書きと上長という肩書きがあったんですけれども、上長だっけ。（「上長じゃ

なくどちらかと言えば役員」と呼ぶ者あり）あ、そういう意味なのか。じゃ

あ、上長イコール次長と考えてよろしいんですか。 

○野呂周生証人 私は、上長と言ったことはない――わからないんですけれ

ども、次長……。 

○丸野達夫委員長 が直属の上司だという考えでよろしいですね。はい、済

みませんでした。中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございました。 

先ほど、その次長という方がある程度図面等々を見て、いろいろな指示を

したと今言ったお話を覚えたままで、お尋ねをさせていただきます。 

 山脇委員とのちょっと、質問とちょっとかぶるかもしれませんが、私から

もあえて教えてください。この実績報告書、国、市に出している実績報告書

にはビル会社としてこの内装工事に関しまして、競争見積もりをしたという

ふうなお話になっておりますが、リーシング担当で取締役会にも出ておりま

す。そういった中で、これ、野呂証人はこの競争見積もりしたということの

事実は認識しておりましたでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 今これ、経済産業省に持っていく書類で、多分お話しされ

ていると思うんですけれども、これはまだ事業が決定していない段階である

程度見積もりのほうをつくる必要がありますので、そこはちょっと簡単見積

もりにはなっているのかなと思うんですけれども、競争見積もり、数社とっ

ているという認識はありました。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 そうですね。まず、先ほど見せたのが公募申請、これは

簡易的な見積もりが沼田建設様から出されておりました。そして、交付申請

書、こちらも簡易的な見積書、出されておりました。これは、今回青森市「食」

街道めぐり事業に係る工事の入札においてもお尋ねをしております。 

 じゃあ、次、いつものこの実績報告書でございました。 

  〔中村美津緒委員、委員長に資料提示の許可を申し出〕 

○丸野達夫委員長 はい。 

  〔中村美津緒委員、野呂周生証人に資料を手渡し、「こちらなんですけれ

ども、ちょうどその見積依頼仕様書等々で、これが競争見積もりをし

たというのが出てまいります。これについてお聞きいたします」と呼

ぶ〕 

  〔野呂周生証人、当該資料を確認〕 
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○中村美津緒委員 そちらが青森市へビル会社が提出した実績報告書でござ

います。その中に、見積もり業者をビル会社が選定をして、そして、見積書を

３社から提出していただき、最低落札業者を決定したというふうに記載され

ておりますが、こちら、野呂証人はそういった内容で認識していましたでしょ

うか。 

○丸野達夫委員長 ちょっと、もう一度。私がわからなかった、ごめんなさ

い。 

○中村美津緒委員 その実績の一連の流れを見ますと、ビル会社が見積もり

３社を選定をして、そして、ビル会社が見積もりを依頼をして――あ、エス・

アイ・アール建築計画事務所さんを通して依頼をして、そして、最低落札業

者を決定したというふうになっておりますが、野呂証人はそのとおりと認識

しておりましたでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 そのとおりだったと思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 そうしますと、野呂証人はリーシング担当ということで

こちらにも大きくかかわったというふうにお話をいただいておりますが、

じゃあその見積もりの選定から、業者の選定、そして、見積もりに係る入札、

そして決定まで野呂証人は、どこまでどのようにかかわったのかお答えくだ

さい。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 業者の選定っていうのは、そのエス・アール・アイ建築で

すか。ていうのは、例えば――何て言うんだろうな――そのパース、イメー

ジパースというものを最初につくって、その中から具体的なそういう図面だ

とかいうために、エス・アールさんを使ったと思うんですけれども、その前

に違う会社にパースをつくっていただいて、イメージパースと言うんですけ

れども、そういうものをつくっていただいて、そちらの方からの紹介だった

ような気がします、選定についてはですね。どのようにかかわったかという

と、すべからく全てかかわってはいるんですけれども、細かくどういうとこ

ろでって言われると、今ちょっとそれは覚えていません。 

○丸野達夫委員長 正確にしたいので、細かくて申しわけないですけれども、

エス・アイ・アールさんです。 

  〔野呂周生証人「はい」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 申しわけございません。今ちょっと貴重な御意見でした

ので、御証言でしたので、もう一度お尋ねいたします。 

そうしますと、見積もり３社を選んだのは、それはビル会社ということに
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なるんでしょうか。見積もり提出業者を選んだのは、ビル会社ということに

なるんでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 最終的にはそうだと思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 最終的には、ビル会社がその見積もり提出業者を３社選

びました。そうしますと、この報告書のとおり見積もり依頼をしたのはビル

会社ということになりますでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 そうです。 

○丸野達夫委員長 重複質問が多いので。当然、会社が選んでいるので、会

社が選んでいるという答弁になるので、イエスオアノーはなるべく。 

  〔中村美津緒委員「申しわけございません」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 先ほどの見積もりに必要なエス・アイ・アール建築計画

事務所さんのお話が出てきましたが、そうしますと当然、野呂証人もエス・

アイ・アール計画建築事務所さんとの打ち合わせをされたんでしょうか。 

○丸野達夫委員長 建築計画。 

○中村美津緒委員 建築計画、申しわけございません。エス・アイ・アール

建築計画事務所さん。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 打ち合わせはさせていただきました。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございます。 

次に、その見積もりをするに当たりまして、３社合同で見積もりをエス・

アイ・アール建築計画事務所さんのもと行ったんでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 エス・アール・アイ……。ちょっと済みません。 

○丸野達夫委員長 エス・アイ・アール建築計画事務所さんが、３社を集め

てそれをやったのかということを聞きたいんですか。 

○中村美津緒委員 はい。 

○丸野達夫委員長 だそうです。 

○野呂周生証人 そちらについては、ちょっと私、わかりません。 

○中村美津緒委員 はい、わかりました。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございます。 

それでは、ここでまたいろんな矛盾が生じたんですが、じゃあ、この質問
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に対してちょっと最後の質問をさせていただきたいと思います。 

地下のあおもり「食」街道の見積もり依頼をするに当たりまして、野呂証

人は、先ほど補助事業に関してその説明はしなかったというふうなお話でご

ざいましたが、説明でなくて、これは補助事業だよというふうなお話は一切

しなかったということでしょうか。 

○丸野達夫委員長 意味が。 

〔野呂周生氏「ちょっとまだわかんないです」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 説明してないって答弁していて、説明してないのかって

いう質問はおかしくないか。 

○中村美津緒委員 あ、いいです。先ほどの何かお話だと、説明の細かい部

分はしなかったというふうに捉えたので、補助事業の部分、その補助事業だ

よということすら伝えていなかったのかということをお聞きしたかったです。 

○丸野達夫委員長 了解しました。野呂証人。 

○野呂周生証人 ちょっと、お尋ねのあれがちょっと。エス・アイ・アール

さんなのか、沼田なのか。 

〔中村美津緒委員「沼田と申しました」と呼ぶ〕 

○野呂周生証人 あ、沼田さん。沼田さんにはちょっとお伝えはしていなかっ

たと思います。あ、ただ例えば最後工事終わった後に、例えば立ち会いだと

か、たしかあったはずなので、そのときには説明したかもわかりません。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 今ちょっと御質問終わろうと思ったんですが、工事終

わった後に説明をしようとしたということでございますが、今回の工事は…

…。 

○丸野達夫委員長 したかもしれないって。しようとしたんじゃなくて。 

○中村美津緒委員 したかもしれないというお話でございますが、７月のス

イーツコーナーと 12 月の地下の食街道でございました。今は、地下あおもり

食街道に関してでございますが、今、後ほどその質問をいたしますが、ここ

だけ教えてください。 

今は、地下の食街道についてなんですけれども、今のお話は、地下の食街

道の工事が終わった段階でしたかもしれないというお話でしょうか。 

○丸野達夫委員長 ごめん。それはあれだよね。工事が幾つかあるんだけれ

ども、そのうちの地階食街道の工事でその説明をしたかどうかを知りたいっ

てことなんですか。 

 意味わかりますか。 

○野呂周生証人 わかります。わかります、はい。 

○丸野達夫委員長 野呂証人、どうぞ。 

○野呂周生証人 そうです。 
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○中村美津緒委員 わかりました。 

以上で、この地下あおもり食街道についての質問を終わります。 

○丸野達夫委員長 次に、証言を求める事項、１階スイーツコーナーについ

て発言を許します。山脇智委員。 

○山脇智委員 それでは、１階スイーツコーナーについて証言を求めていき

たいと思うんですけれども、先ほど私質問した中で中村委員も継続して質問

したんですが、エス・アイ・アール建築計画事務所からの見積もり説明につ

いて、ちゃんと見積もり業者にはされているけれども、その３社での合同で

の説明があったかどうかは記憶にないというふうな多分御説明だったと思う

んですけれども、それは、では１社１社に対しては、必ずエス・アイ・アール

からは説明がなされていたという認識は持っていたということでよろしいで

しょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 ３社から個別に説明を受けたという記憶はないです。ただ、

エス・アイ・アールさんから説明を受けていたと記憶しています。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 私が今聞いたのは、エス・アイ・アールのほうからその３社

に対して、それぞれ見積もりについての説明があったかどうかっていうこと

で、３社での説明はあったかどうかわからないということなんですが、つま

り実績報告書のほうには、エス・アイ・アールのほうから見積もり業者につ

いて、その説明があったという旨の資料が添付されていまして、これはビル

会社が作成した資料、紙なんですが、それについては、では、正しいという認

識――ちゃんとエス・アイ・アールから少なくとも今３社問題になっている

沼田建設、ムラヤマ建築……。 

○丸野達夫委員長 ムラヤマ建設。 

○山脇智委員 ムラヤマ建設、藤本建築さんの３社には、個別にではあって

もエス・アイ・アールからは説明があったと証言をしているということでよ

いかどうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 いや、エス・アイ・アールさんからあったかないかという

のは確認は私がしていないので、多分見積もりを出しているのであったと思

います。あったんではないかなと思います。 

○丸野達夫委員長 ま、エス・アイ・アールさんのことなので、野呂証人が

答えるというのはちょっと難しいかと思います。山脇委員。 

○山脇智委員 わかりました。なぜなら、この３社がこのエス・アイ・アー

ルからの説明がなされたのかどうかっていう部分について、少なくとも見積

もりを提出した２社がなされていないというふうに答え、また、エス・アイ・
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アールのほうからも説明をしていないというふうな回答書が出されていまし

たので、その辺がビル会社の説明とは大きく矛盾がしているんではないかと

いうことから質問をしていたんですけれども、それでは引き続き質問をした

いと思いますが、この地階あおもり食街道事業、そしてスイーツコーナーも

含めて補助金の申請が行われて、恐らくビル会社のさまざまな経営をよくし

ようという思いから申請がなされたものだとは思うんですけれども、これら

が全て半年余りの間に全て事業が中止になってしまった、こういった経緯に

ついて、リーシング担当職員としてどのように認識をしているのかお示しを

願いたいと思います。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 半年余りで機能不全になったみたいな形の多分質問だと思

うんですけれども。 

〔山脇智委員「事業がうまく行われなかったということです」と呼ぶ〕 

○野呂周生証人 それはやっぱり、その出店テナントさんの相手ある話なの

で、こちらのほうからは、ビル会社のほうでは、私担当としては継続させな

ければいけないと思ってましたので、例えば賃料の減額に応じるだとか、そ

ういうことでさまざま取締役会のほうにも提案をさせていただいたんですけ

れども、そういう――それがちょっと不可能になったということで、退店が

相次いでしまったということと記憶しています。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 それでは今の御説明ですと、少なくとも野呂証人は取締役会

においてこれらの事業を継続させるための提案を行って、取締役会ではそれ

らができないという内容で事業が継続できなくなったという証言でよろしい

ですか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 事業が継続できなかったっていう表現はちょっと違うかも

わかりませんけれども、私の中ではやっぱり、その結構タイトなスケジュー

ルで出店者の方々に協力いただいていましたので、そこを認知されて商売が

盛り上がるまでちょっとこう応援してあげたかったんですけれども、それが

ちょっとかなわなかったということで今説明させていただきました。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 わかりました。 

私からの質問は以上です。 

○丸野達夫委員長 次に、中村美津緒委員。 

○中村美津緒委員 私からも同じくスイーツコーナーに関しまして、お尋ね

をしてまいりたいと思います。 

 同じく、国と市の補助事業に係るスイーツコーナーについてでございまし
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た。過日の調査過程で明らかになっていることと、工藤証人のその証言に矛

盾点が多くて、その矛盾点を解明するために事実確認をしてまいりたいと思

いますので、何とぞ御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 先ほどは、地下のあおもり食街道に関しまして質問をしてまいりました。

それは 12 月――平成 24 年の 12 月、平成 24 年 12 月のころでした。今回、平

成 24 年７月、ちょっと前になるんですけれども、こちらもちょっと同じ補助

事業ではあるものの、ちょっとテナントが違うものでやり方も、何ていうん

でしょうか、前に行われていますので、そのちょっと事実確認をさせていた

だきたいと思います。 

こちらのスイーツコーナーも、先ほど野呂証人にお見せいたしました内容

におきますと、ビル会社が見積もりを３社に依頼したということになってお

りますが、同じ質問で申しわけございません。先ほどは地下の食街道です。

今回はスイーツコーナーでございます。こちらに関しての見積もり合わせに

ついてお尋ねいたしますが、ビル会社が見積もり合わせの依頼を３社に行っ

たということでよろしいでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 そのように記憶しています。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 じゃあそれでは、先ほども同様、見積もり選定したのも

同じく見積もりを提出していただいて選定したのも、同じやり方だったとい

うことでよろしいでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 はい。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございます。 

そうしますと、同じくこれを見積もりするに当たりまして、設計図という

ものがどうしても必要となります。それがエス・アイ・アール建築計画事務

所さんに依頼をしていることになっておりますが、こちらも野呂証人は、そ

のエス・アイ・アールさんの代表の方と打ち合わせをしたということになり

ますでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 打ち合わせしたと思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございました。今、打ち合わせをしたという

お話をいただきました。 

そうしますと、見積書を作成するに当たり、今回のこのスイーツコーナー

はちょっと特殊でございまして、このスイーツコーナーに什器備品が納入さ
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れております。その際に、見積もりも当然必要でございました。スイーツコー

ナーの前オーナー、スイーツコーナーの前オーナー、株式会社Ｋとちょっと

言わせていただきます。株式会社Ｋの元代表者と出店に伴うためのこの什器

備品について、福島証人とあと野呂証人が一緒に打ち合わせをしたというこ

とでございますが、それでちょっと間違えなかったでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 什器について、補助の什器については、ちょっと私打ち合

わせした記憶はないんですけれども、持ち込み什器だとかそういうものにつ

いての配置だとか、そういうことについては打ち合わせしたと思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございます。 

そうしますと、株式会社Ｋさんの所有していた――結果的に最終的にはそ

のビル会社のその資産になりましたオーブンホイロとかっていうのがあった

んですが、じゃあ、その打ち合わせは野呂証人は行っていなかったという今

お話しでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 はい。補助対象の什器備品についての打ち合わせはしてい

ないと思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 じゃあ、そうしますとその什器備品の補助にかかわるも

のだけは、じゃあ福島証人のみというお話になりますでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 補助対象の什器備品については、福島だけかという質問だ

と思うんですけれども、いや、福島に限らず、例えば企画営業部の中には何

名かいましたので、その方たちとも打ち合わせしたかもわかりませんけれど

も、私自身その補助申請に当たり、どういった什器が必要でだとか、そうい

う――例えば焼くオーブンが必要だとか、そういったことはその元の社長さ

んと打ち合わせしたってことはないと思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 今、ないというお話でございましたので、ここもちょっ

と疑義が残りますが、私が聞いた話ともちょっと全く異なりますので、これ

も次の調査事項に持っていかざるを得ないような状況になったということで

ございまして、そうしますと、補助事業に係る什器備品に関しては、野呂証

人は打ち合わせをしていない。そのほかについては、打ち合わせをしたとい

うことでございまして、野呂証人は、結果してこのスイーツコーナー、後に

事業を引き継ぐことになります。平成 25 年７月にその補助以外の什器備品、

その株式会社Ｋの元代表者様から 15 万円で譲り受けているということは間
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違いないでしょうか。 

○丸野達夫委員長 ちょっとごめん、私も意味が。 

○中村美津緒委員 先ほどはその、今、什器備品、これ補助事業に係ること

でございますので、今ここの部分をちょっと聞いているんですが、そこの大

事な部分、ここの大事な部分だけちょっと打ち合わせをしていなかったとい

うことでございますのでじゃあ、それ以外の什器備品が何が入ったのかとい

うのは御存じだと思うんです。いかかでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 先ほど議員お尋ねの件は、３名で――福島と私と株式会社

Ｋの代表者さんとその補助に対する備品、そういう打ち合わせは、私は３者

でしたことはありません。ただ、ビル会社のほうでは補助申請に当たり、こ

ういう備品を買いますよと、こういうオーブンを買いますよという見積もり

が当然出てきます。その見積もりは多分、私じゃない担当がやったと思うん

ですけれども、それについての話は会社内では、社内ではしています。福島

とはしています。Ｋさんはいないんですけれども。 

今お尋ねのその……。何でしたっけ、持ち込み什器。持ち込み什器を買っ

たとか買わないとかっていう質問ですよね。それがわかるか、わからないかっ

ていう質問ですか。 

○丸野達夫委員長 ごめん。質問の趣旨が私もわかんないんだけれどもさ。

中村委員。 

○中村美津緒委員 じゃあこれ、申しわけございません。次の質問にいたし

ます。 

 いや、実は当事者から――株式会社Ｋの元代表者からは、当然にして野呂

証人と打ち合わせをした。そして、もちろんリーシング担当でございますし、

それに見積もりに必要な、工事にもどうしても必要な什器備品でございます

ので、沼田建設の元従業員でありました工藤信孝氏も立ち会いをしたという

お話をいただいておりますので、そこがちょっと違うなと思いまして、方向

性をちょっと変えて質問をさせていただきました。 

そうしますと、このスイーツコーナーに関しまして、その実績報告書に工

事請負契約書、工事請負契約書が添付されております。今そちらに渡してい

るのをお見せしてもよろしいでしょうか。 

○丸野達夫委員長 どういうのですか。あ、もうあるんですか。 

  〔中村美津緒委員、委員長に資料提示の許可を申し出〕 

○丸野達夫委員長 はい。 

  〔中村美津緒委員、野呂周生証人に資料を手渡し、「こういった契約書、

これが１枚というふうにあります。これについて質問いたします」と

呼ぶ〕 
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  〔野呂周生証人「はい」と呼び、当該資料を確認〕 

〔丸野達夫委員長「関係ないべな」と呼ぶ〕 

○中村美津緒委員 そちらの今お見せいたしました工事請負契約書でござい

ますが、それはビル会社で作成したものかちょっとお尋ねをしてまいりたい

と思います。それはビル会社が作成したものかお答えください。 

○丸野達夫委員長 野呂証人、答えられますか。 

○野呂周生証人 こちらの今開いているページで間違いないですか。 

  〔中村美津緒委員「先ほどこう見せた。ページ変わっちゃったかもしれ

ませんが」と呼ぶ〕 

○野呂周生証人 それだったら、いいも悪いも言えないんで。これ、ここだ

よね。 

  〔中村美津緒委員、野呂周生証人のもとへ行き、先ほど手渡した資料の

該当ページを開き、「ページ変わっちゃいました。ごめんなさい。ちょっ

と押さえてもらっていいですか」と呼ぶ〕 

  〔野呂周生証人「はい」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 それと中村委員。それって言われても多分皆さんわから

ないので、何について今確認をしたのですか。 

○中村美津緒委員 スイーツコーナーのビル会社と沼田建設が内装工事に係

る工事請負契約書を締結した工事請負契約書でございます。そちらの工事請

負契約書はビル会社が作成したものかどうか、お尋ねをしてまいりたいと思

います。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 これは、ビル会社が作成してます。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございました。福島証人等との証言とちょっ

と違いましたので、その事実確認をちょっとさせていただいた次第でござい

ました。 

 次に、先ほど山脇委員が事前着工をどうのこうのの今お話をいたしました。

で、実際このスイーツコーナーが工事をされたのが、７月２日からというこ

とが明らかになっております。工事が入ったのが７月２日からになっており

ます。そうしますと、実績報告書に書かれている数字はちょっと誤った数字

には、日付にはなるんですけれども、これ野呂証人もこの７月２日から工事

が入っていることは認識していたというふうなお話でよろしかったでしょう

か。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 ちょっと今、７月２日かどうかというのはわかりません。

１日なのかもわからないし、３日なのかもわからないんですけれども。７月



 

－39－ 

２日だという記憶があるんであれば、そうなんだと思います。ちょっと私、

現時点で何日っていうのはちょっとわかりません。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 申しわけございません。本当におっしゃるとおりだと思

います。 

実は、そこの契約書に７月 25 日から工事着工して７月 28 日引き渡し。要

は、４日間で工事を全部終わらせて、４日目にはオープンという非常に考え

られないような契約書になっております。実際に携わったその下請のカクヒ

ロ船場さん等とのその工程表を見ましても７月２日からになっておりまして、

７月２日から入っているのは間違いがありませんでした。ただ、その着工か

ら鑑みましても、明らかに７月 25 日から始まったのではない、その前から始

まってあったという認識でよろしかったでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 事前着工はあったのかな。その工事――この内容に書いて

いない工事も多分やっていたような気がするので、そうだと思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございます。じゃあ、こちらについては最後

の質問になります。 

先ほど、補助事業事務処理マニュアルというものがございます。野呂証人

はみずからプレゼンにも行きました。そして、ビル会社側にその経済産業省

補助事業事務処理マニュアルというものが福島証人もある、見た、それを見

て、そのマニュアルに沿っていろいろ申請をしてきたというふうなことを証

言して、後に野呂周生証人も同様、一緒にそれは認識してというお話をして

おりましたが、先ほどはそういったものがちょっとわからないようなお話を

しておりましたが、プレゼンにまで行った野呂証人がその経済産業省の補助

事業事務処理マニュアル――その中身をちょっと知らないというのは、

ちょっと私は考えられないんですが、一度も見たことがなかったんでしょう

か。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 いや、何度かは見ていると思います、はい。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 何度か見ているという証言をいただきましたので、じゃ

あそれをちょっと認識したまま、覚えたまま、ちょっと次の質問に入ります

ので、このスイーツコーナーに関しては終わりたいと思います。 

ありがとうございました。 

○丸野達夫委員長 次に、証言を求める事項、ヤマト運輸株式会社の出店経

緯等について発言を許します。山脇智委員。 
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○山脇智委員 それでは、ヤマト運輸株式会社の出店経緯等について質問を

していきたいと思います。このヤマト運輸の新規出店についても取締役会で

野呂証人のほうから説明がなされているんですが、その際にどのようにこの

新規出店について説明をしたのか、覚えている範囲で証言を求めたいと思い

ます。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 このヤマト運輸株式会社の出店の経緯は、Ｓという別な宅

配業者さんが既存でもうアウガのほうには入居していたんですが……。 

○丸野達夫委員長 固有名詞でも構わないですよ。 

○野呂周生証人 大丈夫ですか。 

○丸野達夫委員長 はい。 

○野呂周生証人 佐川急便さんがもうテナントとして入居のほうされていた

んですけれども、市場の方とか、例えば４階にあった 100 均の会社だとか、

さまざまそういうテナントの方から１社だけではなくて複数社、そういう運

送業者が欲しいんだと。というのは、発送するだけではなくて受け取るとい

う――アウガには膨大な荷物の量が来ていましたので、それで各メーカーさ

ん、ヤマトさんのほうを使いたいんだという声もあったもんですから、ヤマ

トさんのほうで何とかアウガのほうに事務所を構えてもらえないかなという

ことを現場の駅前の担当の方に言ったことが始まりだったと思います。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 この件については、先日証人として来た木村証人――元アウ

ガの常務の方もそのような説明をしていたわけなんですけれども、この取締

役会の議事録を見ますと、かなり簡単な報告で、ヤマトの新規出店は賃料収

入で 187 万円、営業保証金ではない品目で二、三百万円要請しているという

ふうに最初の報告に書かれています。その後、142 回、143 回、144 回の議事

録については、ちょっとこのヤマト運輸についての出店の経緯については話

されていないので、ちょっと確認ができないんですけれども、先日、木村証

人にも質問したんですが、この 141 回の議事録には先ほど名前が出た佐川急

便に対して、このヤマト運輸が出店することに対して出資者でもあって株主

でもあることから、憤慨されるかもしれないというような説明ですとか、謝

罪の言葉が書いてある文書が送付されたということが資料として載ってるん

ですけれども、先日の木村証人はそういった資料について説明を受けた覚え

はないというふうに言っているんですが、これはちゃんと取締役会で資料と

して配付された上で説明がなされたのかどうか証言を求めたいと思います。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 ちょっとその用紙、私手元にないのでちょっとわかりかね

るんですけれども、株主であり、オープン当初からいたテナントさんですの
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で、それでも理解をしていただいて、ヤマトさんの誘致を説明したっていう

記憶はあります。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 私もちょっとその資料を持ち出せないので、手元にはないん

ですけれども、作成者はたしか野呂証人になっているはずです。その送付さ

れた文書については。また……。 

〔野呂周生氏「送付されている……」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 そうだったかな、社長名で出したはず。 

○山脇智委員 そのちょっと私、今もしかしたら誤認してしゃべっているか

もしれないですけれども、その書類が添付されていて、その中ではちょっと

――済みません、社長名で送付されていました。その中身については、とて

も佐川急便さんが理解をした上で納得したというような内容では私はなかっ

たように思ったので。また、あと木村証人がなぜかその書類については見て

いないので、ここに持って来て見せろと言ったことも発言をなされたので、

ちょっと資料として添付されていたにもかかわらず、なぜ当時の取締役がそ

のように発言したのか疑問に思ったので、質問を行いました。 

私からの質問は以上です。 

○丸野達夫委員長 先ほどの発言ですが、佐川急便さんへの謝罪文は代表取

締役から佐川急便さんへ謝罪文が出されたということであります。当然、お

わびしなければいけない事項だと私も思うので、出してしかるべきだと思い

ます。 

 次に、中村美津緒委員。 

○中村美津緒委員 ヤマト運輸について質問させていただきます。 

 ヤマト運輸出店に伴う工事におけるスプリンクラーの移設・増設に関する

事項に関しましては、これまでの過日の調査過程、そして沼田建設元従業員

の工藤信孝氏の証言等々から、スプリンクラー工事はされていなかったとい

うことが明らかになっておりますので、１点だけちょっと矛盾点がありまし

たので、そこだけちょっと１つだけです。確認させていただきたいと思いま

す。 

工藤証人の証言でございました。スプリンクラー工事は、まずされていな

かったというふうなことがわかりました、明らかになりました。私も見積書

を見ておりました。いろんなその電気温水器等々納入する予定のものがあり

ました。そして、そういったものが現場には納入されていなかった。スプリ

ンクラー工事もついていなかったというのを工藤証人にお尋ねしたところ、

いやいやいやと、ヤマト側とそしてビル会社側といろんな工事が附属するも

のがあって、それと相殺したんだというふうな言い方でございました。これ

はもう当然、ビル会社側のリーシング担当の野呂証人は、もう十分に打ち合
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わせをして相殺をしたと思うんですけれども、そのところの認識をお答えく

ださい。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 いや、どういう認識――その工事をされてなかったという

ことの認識と、あとその見積もりの中にはないんですけれども、例えば、段

差とかこういうところをちょっと直してほしいんだとか、例えば、工事が始

まってからヤマトさんのほうからはこういう仕様にしたいと、ビル会社も防

災の例えば通路とかそういうところで、例えばこういうふうに工事をやりた

いというふうに、途中で何件か変更はあったものだと記憶しています。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございます。 

 そうしますとやはり工藤証人のとおり、下請で沼田建設様はカクヒロ船場

様を使っておりました。下請で使っておりました。カクヒロ船場様の見積も

りも私どもは見させていただきました。しかしながら、沼田建設からの見積

もりはビル会社に出されたスプリンクラー工事といろんな本来納めるべきの

ものが納まっていない、その浮いたお金は今、野呂証人がおっしゃったとお

り、いろんな後からきたそういう工事等に相殺したというお話と私認識する

んですが、その認識でよろしいでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 今、スプリンクラー工事が、例えば１カ所やらさっていな

いとか、そういった例えば金額、その金額の程度を例えば違う工事に回して

くれとか、そういうふうな――何と言うんですかね、数字を見たりだとか、

そういうことは行ったことはありませんけれども、さまざま後からこういう

ふうにしてほしいんだと、例えばねぶたの絵があるんですけれども、そこを

例えば、もうこうしよう、こういうふうなサイズにしたいんだとか、そうい

うことはビル会社、私ちょっと立ち会ったか立ち会ってないかちょっと記憶

には今ないんですけれども、そういった中で、船場さんだとか、例えば沼田

建設だとかヤマトさんのほうで打ち合わせをして、工事は進めていったもの

だと記憶しています。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 私が確認したいところはそこのただ１つだけでございま

す。金額にして、カクヒロ船場様が出した金額と沼田建設様がビル会社に出

したその御見積書の金額が倍くらいかけ離れているんですね。その半分の金

額はどこに行ったんだというそこを聞きたかったんです。工藤証人は、いろ

んな附属の工事があったので相殺した。結果してリーシング担当であったビ

ル会社側ヤマト側と打ち合わせしたというお話を工藤証人はしておりました

ので、リーシング担当といったら野呂証人かなと思いましてお尋ねをさせて
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いただきました。 

もう一度お尋ねいたします。それの認識はありましたでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 ありました。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 そういった相殺のやりとりがあったという証言は野呂証

人からもいただきましたので、貴重な証言でございました。 

ヤマト運輸の出店に伴う工事におけるこの事項に関しまして私の質問を終

わります。 

ありがとうございました。 

○丸野達夫委員長 次に、証言を求める事項、地階飲食店りんご箱について

発言を許します。山脇智委員。 

○山脇智委員 それでは、地階飲食店りんご箱について証言を求めていきた

いと思います。 

この地階飲食店りんご箱については、145 回の取締役会でリーシング担当

の野呂提案ということで、りんご箱について沼田建設との詳細な交渉を継続、

契約締結に向けかつ早期オープンを目指すよう進めていいかどうかというこ

とで取締役会に諮ったところ、全員異議なく満場一致で承認がして、この地

階飲食店りんご箱の出店についての――が進められることが決まったんです

が、この間、沼田建設等の交渉を任されていたと取締役会では説明があるん

ですけれども、沼田建設とはどのように交渉していたのかについて証言を求

めたいと思います。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 まず、地階飲食店りんご箱の出店に至るまでの交渉という

ことなんですけれども、こちらは当初沼田建設が出店する予定ではなく、交

渉しております。まず――どっから話せばいいのかな――以前にりんご箱が

あったテナントさんが入居していたんですけれども、そこのテナントさんが

賃料交渉をしてきまして、その内容が、家賃を半分にしてさらに４分の１だ

けを使用したいんだというような申し出があったもんですから、そうなると

現状から考えて、それを１カ月以内に返事出してくれというような先方の申

し入れがあったもんですから、それは現実不可能だということでゼロ回答の

ほうを会社のほうでさせていただいて、その間、ちょっと名称のほうはちょっ

と控えさせていただきたいと思うんですけれども、市内で飲食店を複数やっ

ていた経営者の方から、退店するんだろうと。そこにちょっと私のほうで入

居考えているんだけれどもというような相談のほうがありまして、そちらの

方と当初このりんご箱という名目でやりたいんだということでずっと交渉を

しておりました。で、このオープンに当たり、このりんご箱をやると申し出
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たオーナーさんのほうが銀行融資、こちらのほうを交渉のほうをずっとして

いまして、その間、会社では準備をするわけでして、で、大丈夫だというよう

な中でずっと準備を進めていたんですけれども、急遽その融資がおりないん

だということになりました。で、その間、その工事、このりんご箱をつくるに

当たってその工事を進めるという中で協力していただいたのがまたこの沼田

建設でありました。で、オープン予定の３週間かな、３週間ぐらいだったと

記憶してるんですけれども、その時点でそのオーナーさんのほうから、実を

言うともう融資がどこからもおりないというふうな説明をされました。当然

としてビル会社のほうではＡ工事、Ｂ工事、Ｃ工事とさまざまな工事がある

んですけれども、それをりんご箱を迎え入れるに当たってちょっと工事のほ

うを進めるとか、そういうタイムスケジュール的なものも全て完成されてい

た中で、このオーナーは融資がおりないだけでやる気はあると。で、誰かス

ポンサーみたいな形でやってくれる方がいないかということで、ビル会社の

ほうでも取締役会だとかリーシング会議やる中において、そういうオーナー

さんを募れないものかということが課題となりましたので、その課題の中で

沼田建設さんのほうが事業が直接できないけれどもそのオーナーさんがやり

たいんだというんであれば協力してもいいというふうに名乗り出ていただい

たもんですから、そういった形で有限会社沼田建設がビル会社として契約者

になって、その営業とか――何というんですかね、業務についてはその融資

がおりなかった先のオーナーの会社で請け負うことになったというふうなの

が経緯です。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 今、経緯について御説明いただいて、そのりんご箱の前に入っ

ていたテナントと、この方も陳述書を上げているんですが、その部分が食い

違うのは当時のことですので、さまざまな物件があって違う部分もあるかと

は思うんですけれども、まず、この地階飲食店りんご箱の出店についてはこ

の取締役会にかなり野呂証人は詳細な資料をつくって提示をしていまして、

これ第 145 回の取締役会についてなんですけれども、「アウガＢ１ りんご箱 

出店について」野呂周生作成 2013 年２月６日というものなんですけれども、

この中で沼田建設への確認という項目がありまして、店舗改装の工事費は全

てテナント負担、沼田建設負担でも可能か確認をすると。それで沼田建設の

回答は、正直店舗の改装工事費用はアウガに協力していただきたいので、限

度額をお知らせいただきたいというふうに回答があったということで、最終

的に取締役会での確認事項ということでこの資料には書かれているんですが、

これには契約期間５年、60 カ月にて賃料 33 万 3333 円を賃料に上乗せして返

還をしていくということが確認事項として上がっているんですが、この 145

回が今提出されている最後の取締役会の資料になっていまして、この確認事



 

－45－ 

項についてはその後履行されたのかどうか、リーシングに携わっていたと思

いますので、そのことについて証言を求めたいと思います。約束が守られた

のかどうかという、この賃料に上乗せして返還するという。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 履行されていましたけれども、途中から多分条件交渉入っ

て、履行されなくなったのかな。その分なのか、賃料を一緒にしていますの

で、33 万円というものが会社の中でどういう取り扱いになっているかという

のはちょっと今はお答えできないんですけれども、履行はされていると思い

ます。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 履行はされていたと思うということですよね。あともう１点

確認をしたいんですけれども、このりんご箱については取締役会で賃料につ

いても前のテナントと同程度の金額を納めるという話し合いがなされて、そ

の上で出店が決まったようなんですけれども、その後賃料については大幅に

減額がなされているんですが、その点についてはなぜこのような減額になっ

たのかについて、御説明を、証言を求めたいと思います。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 まず、先ほども説明させていただいたんですけれども、こ

ちらを運営する会社が沼田建設ではなくて、運営している会社がありました。

その私が取締役会でつくっている、作成した資料というのも、その運営会社

の事業計画というものがまずもとになっております。で、そのもとになって

いる売上高なんですけれども、そちらが当初年間５億円という予算の中で

やっていきたいんだと。で、深夜営業までやりたいんだと。で、以前のテナン

トよりも多く賃料を払いたいんだという要望もその運営会社のほうからあり

まして、実際にその事業計画はどのぐらいなんだと。で、その方、さまざま商

売やっていますから、何名でこのぐらいでこの時間でやれば５億円はいくと

いうのがまず基礎になっております。で、その中で、実際に営業をしてみた

ら５億円よりも大分乖離していたので、そこから賃料交渉が入ったというこ

とで認識しています。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 この取締役会によれば、このりんご箱の出店についてはやは

り前テナントと同じ程度の賃料にしなければさまざまな問題が出てくるので

はという話し合いもなされた上でされているにもかかわらず、途中で大幅に

引き下げられたことや、また、上乗せして払うのが履行されたというふうに

証言なされたんですけれども、関係者からは途中から履行がされなくなって

いるんではないかという話も伺っています。今、取締役会の資料についても、

今 24 年度分しかないので、この点今後の、今 25 年度分など提出がなされる
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ので、その点について精査した上で今の証言について確認していきたいと思

います。 

 私からの質問は以上です。 

○丸野達夫委員長 次に、中村美津緒委員。 

○中村美津緒委員 同じくりんご箱出店についてお尋ねしてまいりたいと思

います。 

 先ほどの山脇委員の質問にちょっと確認でお尋ねいたします。 

本来りんご箱を出店する予定だった方が銀行の融資が不履行だったという

ことで、出店ぎりぎりになってやむを得ずというふうなお話でございました

が、３週間どうのこうのと今お話、その単語が出ました。オープンが４月で

ございました。その３週間前、着工から３週間前、具体的な、いつその不履行

がわかったのかちょっと教えてください。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 私の記憶では工事着工の二、三週間ぐらい前だったと記憶

しています。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ちなみに工事着工日って大体いつぐらいだったんでしょ

うね。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 ちょっと今資料がないので、そちらについては不正確なの

でわかりません。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ちょっとここ大事なところでございました。平成 25 年度

の４月にオープンしております。それは年明けてからでしょうか。年明ける

前でしょうか。 

○丸野達夫委員長 もう一度。 

○中村美津緒委員 その融資が不履行だとわかって慌てていろんな、結果し

て沼田建設さんにいろんなことをやってもらうことになったのは、年が明け

てから、つまり平成 25 年度になってからでしょうか。それとも前でしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 済みません、ちょっとオープン日も今ちょっとわからない

んですけれども、４月だったような気がします、はい。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ちょっと私、取締役会議事録を見ておりますと、11 月 26

日の取締役会議事録に某飲食店を早く入れないといけないというその議事録

が出てきまして、そこに 1500 万円投資をする承諾を得たいというふうなもの

が議事録に出ているので、何でその 11 月の段階でわかっているのに、そのぎ
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りぎりになってそういった話が出たのかなと今ちょっと疑問に思った感じで

ございました。 

で、あとちょっと御指摘をさせていただきたいのが、その年間計画５億円

という今お話をいたしました。で、取締役会議事録に２億 4000 万円というそ

の数字が出てきたんです。売り上げ２億 4000 万円。で、私、その契約不履行、

銀行の融資が不履行だったその当時営業する予定だった方に直接お電話をし

て尋ねましたところ、いやいやいや２億 4000 万円ってそんな計画立てていな

いと。自分はもっと３億円だったと。３億円の計画立てたと言ったんですよ。

ここも５億円と３億円ちょっと全然かけ離れているなとちょっと思いまして、

そこちょっと御指摘させていただきたいと思いました。 

そうしますと、あれでしょうか、先ほど山脇委員もちょっと御質問いたし

ました取締役会議事録に毎月返済分を約束する工事費約 2000 万円、それ 60

回で支払うという、取締役会議事録でその約束事の文章でしょうか、それで

まあ契約を進めるという決議をいたしました。これ、約 2000 万円の分割とい

うのはあれでしょうか、お支払いはもう完済されたんでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 ちょっと完済という表現はちょっと私わからないんですけ

れども、その 33 万円の分割というのはビル会社の資産になっている工事の部

分だと思います。なので、完済するかしないかということではなくて、それ

は本来ビル会社が 2000 万円の工事は 100％請け負わなければいけないような

性格の工事でありますので、そこをビル会社のほうでは 2000 万円単純に支出

したということなんであれば、今この、その当時は黒字を目指さなければい

けないというような経営状態でありましたので、そこを沼田建設さんのほう

にお願いをして、33 万円何とかビル会社のほうに戻すような形でお願いでき

ないかということで、こちらからお願いした話ですので。 

で、完済したかしてないかというのは完済はしていないと思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 非常に貴重な今証言をいただきました。ビル会社側から

沼田建設にお願いしたというお話で間違いないですね。 

○野呂周生証人 はい。 

○中村美津緒委員 以上で質問を終わります。 

ありがとうございました。 

○丸野達夫委員長 この際申し上げます。本委員会の運営要領では、尋問の

時間はおおむね１時間となっておりますが、予定の質問が終了するまで尋問

時間を延長したいと思いますが、いかがでしょうか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸野達夫委員長 それでは尋問の時間を延長いたします。 
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 次に、証言を求める事項、アウガ１階水の遊歩道について発言を許します。 

山脇智委員。 

○山脇智委員 水の遊歩道工事については諸般の事情で質問を取り下げます。 

○丸野達夫委員長 ただいま山脇委員より諸般の事情で質問を取り下げると

いうことですので、取り下げたいと思います。 

 次に、中村美津緒委員。 

○中村美津緒委員 私も同じく、このアウガ１階水の遊歩道工事に関しまし

ては、過日の調査過程、そして証人から、私に対して疑義がなくなりました

ので、私も取り下げをさせていただきたいと思います。お願いします。 

○丸野達夫委員長 次に、証言を求める事項、アウガ１階１―８区画ガール

フレンドについて発言を許します。山脇智委員。 

○山脇智委員 それでは、アウガ１階１―８区画ガールフレンドについて証

言を求めていきたいと思います。 

 野呂証人はこの直営店ガールフレンドの経営についてずっと携わってきて

おりまして、これまでの市の説明などですと、ガールフレンドの経営につい

て月 95 万円で青森駅前再開発ビル株式会社から委託されて、その 95 万円で

経営を行うようにということで言われていたということなんですが、この 95

万円については具体的にどのようにこの運営に使われたのか御説明をお願い

したいと思います。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 済みません。95 万円について、何の経費、どういう経費が

かかったかということで、数字は……。 

  〔山脇智委員「覚えている範囲で、わかる範囲で十分です」と呼ぶ〕 

○野呂周生証人 まず人件費と、月に大体４回、多いと毎週展示会というも

のがあって、そこに旅費、交通費かかります。あと、インターネットのほうの

販売とかもありまして、そちらのほうに外注経費もありまして、そういう形

ですね、はい。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 この人件費についてなんですけれども、ちょっと市のほうの

説明でもよくわからなかったので、大体何人ぐらい雇用していたのかとかと

いうのは御記憶にありますか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 記憶では大体常時４名だったような気が――３名から４名

だったような気がします。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 それでは、この直営店のガールフレンドは、青森駅前再開発

ビル株式会社の経営改善のために出店がなされたものだと思うんですけれど
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も、この経営がビル会社に対してどういう影響を与えたかについて、リーシ

ング担当職員としてはどういう認識を持っていますか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 まず、私、リーシング担当という形で先ほどから御説明求

められているんですけれども、私、ビル会社に入社して、まず課せられた仕

事というのが、まず黒字にしろと。で、その当時、議会のほうでも多分議論に

なっていたと思うんですけれども、空床スペースを埋めてくれと。これは株

主の代表者でもあった市長さんだとかそういう方々が直接会議にも参画して

お話ししたこともあるんですけれども、まず埋めろと。テナントを埋めてく

れというようなことが私の業務の一番でした。 

で、それに当たって、コンサルタント、過去に３回くらいビル会社のほう

はコンサルタントに数千万円というお金をかけて実行してきたわけですけれ

ども、それも効果を得られないと。で、その中で、リーシングというのはただ

入れるだけではなくて、今既存で入っているテナントさんのフォローもしな

ければいけない。で、まず空き区画をあいていれば、当然にしてその両隣だ

とかそういうところのテナントさんは、出るというようなことも交渉として

出てきます。 

そういった中で、アウガのファッション感度を高めようと。あとはフロア

リーシングをちゃんと明確にしていこうということで、めり張りのあるよう

なリーシングをやってほしいんだと。で、これは店長会という組織もありま

して、さまざまどういったようなブランドが来ればいいのかという聞き取り

のほうも営業部のほうでは毎月やっておりました。その中で、テナントさん

だとか市民の方々だとか、そういったファッション感度の高い方々が必要と

するブランドがこのガールフレンドに直接合ったブランドなんですけれども、

ま、そういったところで、テナントリーシングをしておいても時間がないと。

これはもう百貨店とかＳＣ、どこでもやってることなんですけれども、テナ

ントで埋まらない場合は直営ということで、利活用、あいているフロア利活

用しようということで、当初から直営をするつもりではなくて、当初はそち

らのテナントさん、テナントさんとして入れようと思ったんですけれども、

このブランド、ガールフレンドというものをコンセプトとしてつくっていた

だいた会社の方が、借金は 31 億円あると。負債が 31 億円あると。で、１年、

半年後には２億円返さなきゃいけないんでしょと。そういった中で現金１億

円もないんでしょと。そういう中で私は出店はできないと。そのかわり、協

力するものとしてワンエリアワンオーナー制であるブランドをアウガにやる

ので、アウガでぜひ直営してみないかというような御提案がありましたこと

から、ガールフレンドのほうをやることになりました。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 
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○山脇智委員 それでは、ガールフレンドの経営について少しお聞きしてい

きたいんですけれども、まず、ガールフレンドで販売する女性物のブランド

品の仕入れなども行っていたと聞いていますが、具体的にはどのようにこの

ブランド品の仕入れを行っていたのか証言を求めたいと思います。 

○丸野達夫委員長 それは仕入れ方法を聞いてるんですか。 

  〔山脇智委員「そうです」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 はい。野呂証人。 

○野呂周生証人 こちらは、ガールフレンドというのは単体、ワンブランド

のショップではないですので、いわゆるセレクトショップという形で、１つ

のお店に約 13 からそのぐらいのブランドが取り扱っておりました。その中

で、ワンシーズン、春夏秋冬という形で展示会があるんですけれども、そう

いった中で絵型だとか、例えば従業員スタッフを連れてその展示会の会場に

行って、商品が、メーカーさんのお勧めだとか、例えば芸能人の方がこうい

うのを今着けていきましたよというような、さまざまな形で仕入れのほうは

行っていました。 

あと、仕入れ方法ということなんですけれども、このセレクトショップの

ブランドの特有としましては、先ほどもワンエリアワンオーナー制と、青森

市に１つこのブランドを置いたら、ほかの――要するに五所川原、弘前もそ

うなんですけれども、そういったところでは取り扱いはしないのが通例であ

ります、こういうセレクトの世界は。で、その中では当然にして、ミニマムと

いう条件が発生します。１つのブランドにつき、多いと 300 万円は仕入れて

くれと、ワンシーズン 300 万円仕入れてくれ。あとは、ワンシーズン 200 万

円仕入れてくれと。その複数あるブランドの中にもミニマムという条件があ

りますので、その条件に達さない場合は取引は中止ですと向こうから申し入

れられますもんですから、そういったものも考慮しながら仕入れをしていた

ということです。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 私もこのちょっとブランドの仕入れについては詳しくないん

ですけれども、今の御説明ですと、展示会などに行って、そのブランドの会

社とさまざま交渉をした過程において、そういうブランド品の仕入れを行っ

て、いろんな 13、14 のブランドを店頭に置いて販売をしていたという認識で

よろしいでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 はい。その認識で間違いないです。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 わかりました。 

この仕入れの方法についてもちょっと私が聞いている話と違う部分がある
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ので、それは後ほど確認をして、今この場所ではなくて百条委員会で確認を

していきたいと思うんですが、また、ガールフレンドの……。 

○丸野達夫委員長 ここ 100 条だべ。 

○山脇智委員 じゃ、今、直接ちょっと１点お聞きしたいんですけれども、

具体的に交渉を行ったブランドの名前というのは何社か出せるものですか。 

○丸野達夫委員長 ちょっとそこは。はい。 

○野呂周生証人 固有名詞ということはないんですけれども、逆に言うと、

交渉を進めないブランドというものはありません。全て交渉を進めます。し

ております。13 ブランド全部ですね。それでいいですか。 

○丸野達夫委員長 はい。 

○山脇智委員 わかりました。全てのブランドと交渉をして仕入れをしたと。

わかりました。 

 それでは次に、ガールフレンドの在庫管理についてなんですけれども、こ

の在庫管理についても野呂証人は携わっていたと思うんですが、どのように

在庫の管理を行っていましたか、具体的に。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 まず、ガールフレンドの在庫の管理についてなんですけれ

ども、ガールフレンドというものも、最初は運営会社が私の知り合いの方に

運営をしていただいていたんですけれども、その当時は、私は在庫の立ち会

いだけ行っておりました。当社のほうで請け負うようになってからは、私も

単品管理という、一つ一つビル会社のほうにナンバーをつけて出せというよ

うなことでしたので、そちら手伝ったりとかはしました。あとは、売変と言っ

て、要するに 100％で見ていいもの、70％で見なきゃいけないもの、要するに

そういう売変計画もつくらなければいけなかったので、当時はただの在庫管

理ではなくて、在庫を幾らにするんですかという、そういう計画までつくっ

ていたので、そちらは私もやっておりました。 

○丸野達夫委員長 それはあれですよね、流行とちょっとかけ離れてきたか

ら少し安くして売らなきゃいけない等の事情で安くするということですか。 

○野呂周生証人 そうですね、はい。 

○丸野達夫委員長 わかりました。山脇委員。 

○山脇智委員 それでは、この在庫についてなんですけれども、急激に在庫

がふえた年度がありまして、平成 24 年度には 500 万円以上の在庫が一気にふ

えているわけなんですけれども、そしてそのままこの在庫の状態がずっと余

り変わらずにきて、平成 27 年度にまたがくっとこの金額が減少しているとい

うことがＢＳＭの資料でも指摘がなされているんですけれども、この在庫の

平成 24 年度の増加と 27 年度の減少については、どういった理由なのか御説

明できますか。 
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○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 まず在庫の金額のその増減なんですけれども、例えば売上

高が 7000 万円年間見込みますということであれば、シーズンごとに、春は―

―例えば春とか夏とかというのはアウター、いわゆる単価の張る商品がない

ものですから、構成比としては大体秋・冬というものが、7000 万円だとすれ

ば 4500 万円、そのうちの 2500 万円というものが春・夏の在庫になっていく

と思うんです。まあそれが当たり前といえば当たり前の世界なんですけれど

も。そういった中で、それはビル会社が求める売り上げによって、その在庫

というものは変わります。というのは、在庫がないと売り場に商品がないと

いうことですから、これ、アウガのほかのテナントであれば、これは直営で

出しているテナントというものは、要するに委託、売れてから仕入れが発生

する場合もあります。ただ、ガールフレンドというのは先ほども言いました

けれども、ミニマムがあっての直営ですから、その在庫が 500 万円というも

のが高いという認識、いっぱいあるという認識ではなくて、本来はもっとな

ければいけなかったんですけれども、その程度しか仕入れることがビル会社

としてできなかったということです。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 それでは、このガールフレンドは平成 27 年の３月に閉店する

ということがもう２月で決定がなされたわけなんですが、この２月以降の在

庫の仕入れですとか管理については、どのように行っていたのか、仕入れな

どはしていたのか、その後在庫はどのように処分をしていったのか、それに

ついて御説明をお願いしたいと思います。 

○丸野達夫委員長 在庫の仕入れって意味わかりますか。 

  〔山脇智委員「あ、商品の仕入れです」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 商品の仕入れ、はい。野呂証人。 

○野呂周生証人 ガールフレンド直営をビル会社でやめてからという話です

か。 

○丸野達夫委員長 いや、やめるのが２月になって、その後の在庫はどうい

うふうに、仕入れとか……。 

  〔山脇智委員「仕入れとか管理はどのように」と呼ぶ〕 

○野呂周生証人 やめるわけですから、もちろん仕入れは発生しません。で、

もちろんその在庫というものは、アウガのほうで直営店をやらないというふ

うな決定をしたのが――やめたのが実際に２月なだけであって、その３カ月

前には、12 月かな、12 月か 11 月の段階では、各メーカーさんにアウガでは

今後継続しませんというようなオペレーションをしていますので、で、新た

にその在庫の処分というものは、ガールフレンドのブランドをやりたいんだ

というような商業ビルがあったので、そちらの商業ビルに安く買ってもらっ
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たりとか、あとはアウガの従業員の方々にセールやったりとかして処分をし

たような記憶があります。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 ただいまの証言ですと、２月にもう閉店することを決めた段

階で、当然仕入れなんかはしていないという証言だったと思うんですけれど

も、ガールフレンドはインターネット販売もしているので、ホームページが

あるんですけれども、その中で 2015 年の３月 26 日、その２月の閉店が決まっ

た後に新作商品が入荷したので御紹介いたしますということでホームページ

が更新されて、多くの商品が新作として入荷されたというふうに説明がなさ

れているんですが、今の証言と矛盾するのではないかと思うんですが、その

認識をお願いします。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 全く矛盾はしていません。というのは、先ほども言いまし

たけれども、通常、今この時期 12 月ですと、もう春・夏の展示会が始まりま

す。そこで、要するに今各メーカーも受注生産というもので在庫のリスクを

消したいという意図がありますので、日本全国 47 都道府県の取り扱いのセレ

クトショップさんに、約大体３カ月から、早ければ４カ月、５カ月前にもう

受注というのはしています。なので、２月に閉めるという判断をしたのはビ

ル会社が判断したんであって、その前にもう 10 月、11 月という段階では、も

う春・夏の商品をもう仕入れてしまっているんです。で、その仕入れてしまっ

ている商品が入荷されるものが２月、３月なんですね。なので、魚屋さんと

か、そういうところとはちょっとわけ違って特殊なんですけれども、アパレ

ル業界というのは、大体セレクトショップは大体４カ月、５カ月前に仕入れ

はするということで認識していただければと思います。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 わかりました。 

 それでは最後に御質問するんですけれども、この直営店の経営については

この直営店が、ガールフレンドが経営された直後から、経営診断会社の資料

ではこの直営店の不良在庫が大きなリスクになっているというふうに指摘が

なされて、なおかつ、売り上げが大幅に足りないと、経営に悪影響を与えて

いるという経営分析がなされていたんですけれども、当時のリーシング担当

職員、またこの直営店の経営者としてそういった認識はあったのかどうかに

ついて、最後見解を求めたいと思います。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 まず、その直営店が原因で――まあ確かに直営というのは

リスクを抱える手法でありますので、ただ、当初ビル会社に私がいたころは、

直営店が１店舗だっていう認識は全くございませんでした。場合によっては、
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直営店をふやしていって、もう一回やっぱりそのフロアを整理したいと。と

いうのはリーシングの障害になっているのが何なのかというと、単純に空き

フロアなんですね。空床があって、会社の体力がないと。そういう中で、株主

の方々からは埋めろと言われるものですから、その中で唯一見出せるものは

何かと言うと、これはもう、結果論でそのリスクになったというだけであっ

て、私は全然そういう認識はないです。 

○山脇智委員 わかりました。以上で質問は終わります。 

○丸野達夫委員長 次に、中村美津緒委員。 

○中村美津緒委員 ガールフレンドの質問でございますが、先ほども山脇副

委員長のほうから出店に至る経緯、そして業務委託費が 95 万円、当初 60 万

円の委託費を前オーナーに払っていったのが 95 万円になった根拠、そしてい

ろいろな在庫の件、仕入れの件、お話を、質問してくれました。そういった中

で、ちょっと私の質問とかぶったのもありますし、ちょっとさらに疑義が深

まったということでございまして、今回このアウガのそのガールフレンドの

件に関しましてのその質問は、今回ちょっと取り下げます。 

○丸野達夫委員長 あっ、そう。 

次に、証言を求める事項、青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実績報告

書について発言を許します。山脇智委員。 

○山脇智委員 それでは、青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実績報告

書について証言を求めていきたいと思うんですが、まず初めに、先日の木村

証人もお話をしたんですけれども、先ほど野呂証人も認めたんですが、こう

いった「食」街道めぐり事業は必ず取締役会での決定がなされているという

ふうに御説明があったんですけれども、平成 24 年度の取締役会の議事録を全

て提出していただいたんですが、この報告のみでこの事業の決定がなされた

形跡、話し合いがなされていないんですけれども、そうであれば議事録に載っ

ていないということは取締役会で諮られていないというふうに私は思うんで

すが、その矛盾についてはどのように認識しているのか御説明を求めたいと

思います。 

○丸野達夫委員長 議事録を見ていない（発言する者あり）答えれますか。

野呂証人。 

○野呂周生証人 まず、取締役会の意思決定ということでお尋ねだと思うん

ですけれども、まず、アウガというのは、市も入って、株主も入って、月１回

ですか、たしか業績会議というものを開いております。で、１週間に１回、取

締役を入れて、営業部の会議もやっています。で、月に１回、取締役ミーティ

ングと。取締役会の前に緊急でやらなければいけなくなったときにやる取締

役ミーティングというものもありました。そういった中で、これ市のほうの

スタッフだとか、そういう方々もさまざま御協力いただいてやった事業です
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ので、取締役のその認識というか、意思決定のプロセスというのは、取締役

会でやっているような気がします。で、それが議事録にないというのであれ

ば、それは取締役会でないところでもやったのかなというふうな認識です。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 木村証人も役員ミーティングでやったのではないかという話

をしたんですけれども、でも当然ながら最高の最終的な決定機関である取締

役会に諮られないということは普通あり得ないということで、木村証人もそ

のように言っていました。また今、月次業績評価会議のお話をされたんです

けれども、ＢＳＭの資料にも記載がされているんですけれども、ほとんど社

長ですとか、市から派遣されている副社長などが欠席している状態なので、

少なくともこの会議で諮られたとしても、取締役会の認識にはなり得ないと

いうことはお話ししておきたいと思います。 

 あと、先ほどもう１点、この実績報告書について、添付されている工事請

負契約書について、先ほど野呂証人は、ビル会社のほうでこの工事請負契約

書を作成したと証言をしたんですけれども、福島証人は建設会社のほうで作

成をしたと言っていたので、これはちょっと認識が違うんですが、なぜその

ような認識の違いが出るのかについて、ちょっとおわかりであれば、同じ職

員なのでちょっと見解を求めたいと思うのですが。 

○丸野達夫委員長 答えれますか。野呂証人。 

○野呂周生証人 いや、ちょっと、この様式がたしかこれビル会社の様式だっ

たような気がしたので、そうやって答えているんですけれども。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 この添付された工事請負契約書というのは、当然原本があっ

て、原本は沼田建設が保管をしているということで（「どっちだ」と呼ぶ者あ

り）原本は今、百条委員会で保管しています、沼田建設から提出をしていた

だいてですね。で、この工事請負契約書にはその写しが添付されているとい

うことになりますよね。その認識でよろしいですよね。 

○丸野達夫委員長 聞いてどうするんですか。持っているのは私たちだよね。 

  〔山脇智委員「持っているのはそうですけれども、自分たちでつくった

のか」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 実績報告書に添付したのはコピーなのかどうかを確認し

たいんですね。 

  〔山脇智委員「そうですね」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 ああ、そう。野呂証人。 

○野呂周生証人 私の記憶では、原本というのは甲乙両者で持っていますの

で、それがコピーなのかコピーじゃないのかというのは、この国に提出する

というものはあくまでコピーですけれども、原本というのは両者で持ってい
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るものだと認識しています。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 ただこの両者が持っているものについては日付が一致してい

なければならないはずで、それでなぜか沼田建設が保有しているものは、契

約日がこの実績報告書に添付されているものと違う、契約日が６月 27 日に

なっていて、そちらは７月 25 日、工事の期間も７月２日から７月 28 日になっ

ているのが、そちらは７月 25 日から７月 28 日ということで、必ずこの数字

は一致しなければならないはずなのに、この添付されている工事請負契約書

と沼田建設が保管している工事請負契約書が違うというのは、やはり原因が

今――全く福島証人についてはそういった書類を見た覚えはないというふう

な発言をしているんですけれども、沼田建設はちゃんとその７月、この６月

27 日の契約日の書類を提出したというふうに説明をして、食い違いが生じて

いるわけなんですけれども、当時、この工事実績報告書は野呂証人も手伝っ

てつくったというふうに福島証人が答えていたので、もしなぜこういう工事

請負契約書の日付の違いが出てくるのか、もし認識というか、説明ができる

範囲でわかることがあれば、お示しをいただきたいと思うんですが。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 まずもって、工事請負契約書、これはちょっと私、福島と

かがつくったのかなというふうな、ちょっとこれは疑問ですね。契約書類と

いうのは、多分、部長とか、そういう方々が本来、たたき台は我々もつくるん

ですけれども、この収入印紙というのを張る業務というのは、判こを持って

いる方しかできません。これは多分、事務的ミスなのか――私もこれ何か甲

と甲なので、ちょっとこういう、私今ここにあるのはですね――なのでそう

いう事務的ミスで例えば日付が違うとか、訂正したとか、そういうのはちょっ

とあるのかなというような認識はありますけれども、私がつくったとか、福

島がつくったとか、そういう類いのものではないというふうに記憶はしてい

ます。あくまで沼田建設さんがつくるということもちょっと考えられないか

なという。こういった形のたたき台、こういうのでどうですかという話は当

然にしてあるんですけれども、最終的にはビル会社のほうで印紙を張って契

約はするものだと思います。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 わかりました。 

私からの質問は以上です。 

○丸野達夫委員長 次に、中村美津緒委員。 

○中村美津緒委員 最後の項目になりました。今までの調査、そして野呂証

人のいただいた証言から、ある程度わかってきたものもございます。しかし

ながら、ちょっと矛盾点も生まれましたが、今いろいろとこう絞られまして、
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あと５つになりましたので、もうちょっとおつき合いください。 

 青森駅前再開発ビル株式会社が行った国等の補助事業工事の手順に関する

事項でございました。国等でございますので、国と市も入りますので、よろ

しくお願いいたします。 

 まず初め、平成 24 年３月 21 日、先ほども御質問いたしました経済産業省

へ、国の戦略補助事業のプレゼンに行ったという話をお聞きしました。福島

証人も野呂証人と一緒に行ったというお話でございましたが、市の職員も

行ったというふうなお話を伺っているんですが、それは行かれましたでしょ

うか。市の職員も行かれましたでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 私は市の職員の方とは一緒に行っていませんが、現地の経

済産業省の中には青森市から出向されている方とかいまして、こういった書

類なんかも、我々不得意、どちらかといえば全然得意じゃないほうなので、

そういうものを手伝っていただいた方がたしか同席していたような気はしま

す。あとは現地の方がいたと思います、青森市から出向されていた方がいた

と思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございました。 

そうしますと、じゃ、行ったのはビル会社の２人で、今のこの青森市の職

員は行かなかったという結論でよろしいでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 一緒には行っていないんですけれども、青森市の方が行っ

たか行っていないかというのは、ちょっと青森市の方にお尋ねしていただけ

ればいいですね。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 わかりました。そのようにいたします。 

 平成 25 年２月８日に行われた取締役会のことでございました。これ野呂証

人も参加しておりました。その中に、事後報告といたしまして、この補助事

業の進捗状況、まあ報告、あとそして説明をしておりました。当時その野呂

証人の役職はリーシング担当ということでございまして、先ほど取締役会に

どうして参加していたんだというのは理由は聞きました。しかしながら、そ

のリーシング担当としての担当、役を超えて、いろいろ経営にかかわるお話

も野呂証人はしていたんですが、そういった発言を許されたというのが

ちょっと私はとても不思議でございました。どういった立場でそういった経

営に関して発言を許されたのか、お答えください。 

○丸野達夫委員長 例えば、どういう場面でそれは見られたんですか――答

えれるんですか、野呂証人。 
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○野呂周生証人 どういった立場でというのは契約職員のまま、そのままで

す。ただ、取締役会の中ででも、一字一句、何といいますか、議事録をつくっ

ていたかつくっていないかというのは私ちょっとわからないんですけれども、

私リーシング担当だったんですけれども、要するに、管理コストの見直しだ

とか、例えば再生計画の予算案だとか、そういうものもやってくれというふ

うなことがありましたので、リーシングにかかわらず、そういうところはやっ

ていました。で、その都度、このままであれば目標は達成できないとかいう

ことで、取締役に助言はしたと思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 今その管理コストも任されたというふうなお話でござい

ましたが、どなたの指示で任されたんでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 管理コストといってもさまざまあります。管理組合のコス

トを見直すことによって、３分の１ビル会社のほうが管理コストを下げれる

ということもありますし、そういった中で、ほぼほぼ常務さんとか、あとは

副社長だった加賀谷さんだとか、そういう方から直接お願いされたこともあ

ります。社長からはなかなかないです。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございました。 

 先ほど、工事請負契約書、それは私たちの作成できる、印紙も張って代表

印も押さなければいけない、私たちのできる範囲ではないというふうなお話

でございましたが、やはり向こうも同じく、沼田建設も代表印が押されてお

ります。同じ内容のテナントなんですけれども、着工日だとか契約日が違う

工事請負契約書が２通存在しているんですが、そうしますと、沼田建設との

その窓口で、工事請負契約書に社長印を押してくださいといったお願いをし

たビル会社の担当者というのは、主にどなたが担当していたんでしょうか。 

○丸野達夫委員長 沼田建設との交渉の相手は誰かということなんでしょ。

野呂証人。理解できますか。 

○野呂周生証人 もう一回ちょっと聞かせてください。済みません。 

○中村美津緒委員 工事請負契約書、沼田建設側も社長の代表印を押さなけ

ればいけません。そういったふうに工事請負契約書ができましたので、押印

をお願いしますという、交渉というんでしょうか、そうお伺いを立てる窓口

となっている方は、ビル会社のどなたがやっていたんでしょうか。 

○丸野達夫委員長 野呂証人。 

○野呂周生証人 基本的にこの工事請負契約書だとか、例えば出店契約書類

の判こというのは、常務か管理部長だった方とか、その２名しかさわる機会

というのはないものですから、ただ、契約書できましたよという連絡とかは、
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事務、経理の人だったり、営業部だったりすると思います。 

いいですか。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 以上のことから、私の全部質問を終わります。 

きょうの野呂証人の証言でわかったことのちょっと確認でございました。

今までとちょっと矛盾点、違うことと、そして明らかになったことをまずお

話しさせていただきますが、野呂証人が入社した経緯、お聞きいたしました。

父であるその社長からちょっと手伝えと言われたこと、それで入社したとい

うふうにお聞きいたしました。そこがまずちょっと、今までの証言とまず異

なっていたということですね、過日の調査過程において。そして、食街道、ス

イーツコーナーの補助事業でございました。ビル会社の見積もりから業者決

定に至るまでの経緯、これもちょっといろんな証言と矛盾点があるというこ

と、そしてこの工事請負契約書を作成するに当たり、部長クラス以上の方が

印鑑を持っているので、その方が作成をして、沼田建設のほうに押印をして

もらう、こういった手続は部長クラス以上の方がやっていたというふうなこ

とがまず明らかになったということ、そしてヤマト運輸におきましては、ス

プリンクラー工事、そういった電気温水器、いろんな工事がありました、見

積書にはあったけれども実際はやらなかった。やらなかったけれども、いろ

いろな相殺分があったということは、野呂証人もまず認めたということが明

らかになった。ただそして……。 

○丸野達夫委員長 中村委員に申し上げますが、（「質問しろ、質問」と呼ぶ

者あり）尋問は終了いたしましたか。 

○中村美津緒委員 ごめんなさい。じゃあ最後に、（「質問をしろ質問」と呼

ぶ者あり）確認でした、申しわけございません。 

りんご箱の出店経緯について、ビル会社から沼田建設にお願いをしてお伺

いを立てたということでございましたが、私もあの取締役会議事録から、沼

田建設から、沼田建設からぜひお願いをしたい。沼田建設として応援したい。

開店初期費用等を……。 

○丸野達夫委員長 中村委員。ただいまは青森市「食」街道めぐり事業補助

金完了実績報告書について発言を許可しております。地階りんご箱について

はもう既に証言を求める事項は終わっておりますので、それ以外でお願いい

たします。 

○中村美津緒委員 わかりました。大変申しわけございませんでした。ちょっ

と確認をしたかったことでございましたが、大変申しわけございませんでし

た。皆様に深くおわびを申し上げます。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○丸野達夫委員長 以上で野呂周生証人に対する尋問は終了いたしました。 
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野呂周生証人には長時間にわたりまことに御協力ありがとうございました。

御退席していただいて結構でございます。 

  〔野呂周生証人「これこのままでいいですか。これ中村さんから」と呼

ぶ〕 

  〔丸野達夫委員長「野呂証人が持ってきたのは、持って帰ってもいいで

すよ」と呼ぶ〕 

  〔野呂周生証人「どうもありがとうございました」と呼び、退室〕 

  〔丸野達夫委員長「御苦労さまでした」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 以上で、元青森駅前再開発ビル株式会社契約職員野呂周

生氏の証人尋問を終わります。 

 この際、暫時休憩いたします。本委員会の再開時刻は、午後４時からとい

たします。 

 

午後２時 58 分休憩 

                          

 

午後３時 59 分再開 

 

○丸野達夫委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 時間前ですが、証人尋問を続行いたします。 

 本委員会に委任されておりますアウガ問題に関する調査特別委員会で疑義

の残った事項、あおもり「食」街道めぐり事業及び青森市「食」街道めぐり事

業に係る工事の入札における見積もり合わせに関する事項、ヤマト運輸株式

会社の出店に伴う工事におけるスプリンクラーの移設・増設に関する事項、

平成 25 年３月に行った地階飲食店の出店に伴う工事及び「アウガ１階水の遊

歩道工事①」、「アウガ１階水の遊歩道工事②」、「アウガ１階１―８区画ガー

ルフレンド」の工事に対し、青森駅前再開発ビル株式会社が工事費を負担し

ていたことに関する事項、青森駅前再開発ビル株式会社が行った国等の補助

事業工事の手順に関する事項及びアウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政

関係等の関与の状況調査についての調査の件を議題とし、調査を進めます。 

本日、本件について、去る 11 月 28 日に引き続き、元青森駅前再開発ビル

株式会社常務取締役木村勝治氏の証人尋問を行います。 

それでは、証人の入室を求めます。 

  〔木村勝治証人入室〕 

○丸野達夫委員長 どうぞ御着席ください。報道関係の皆さんは規制線にお

戻りください。 

  〔木村勝治証人着席〕 
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  〔報道関係者、証人を撮影後、規制線内に戻る〕 

○丸野達夫委員長 木村勝治証人におかれましては、去る 11 月 28 日に引き

続き、お忙しいところ御出席くださいましてありがとうございます。本委員

会の調査のために、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

証言を求める前に証人に申し上げます。証人の尋問につきましては、地方

自治法第 100 条の規定があり、またこれに基づき、民事訴訟法の証人尋問に

関する規定が準用されることになっております。 

これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し

上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、

証言が証人または証人の配偶者、４親等内の血族、３親等内の姻族もしくは

証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受け

る者が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれがある事項に関する

とき、もしくは、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、

歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証

人、宗教、祈禱もしくは祭祀の職にある者、またはこれらの職にあった者が

職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合、技術また

は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合。以上の場合には、証

人は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨お申し出

をお願いいたします。それ以外には証言を拒むことはできません。もしこれ

らの正当な理由がなくて証言を拒んだときは、６カ月以下の禁錮または 10 万

円以下の罰金に処せられることになっております。 

さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなければならないこと

になっております。この宣誓についても、次の場合はこれを拒むことができ

ることになっております。すなわち、証人または証人の配偶者、４親等内の

血族、３親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の

後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項について尋

問を受けるときには、宣誓を拒むことができます。それ以外は拒むことはで

きません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは、３カ月以上

５年以下の禁錮に処せられることになっております。 

以上のことを御承知になっておいていただきたいと思います。 

それでは、法律の定めることによりまして、証人に宣誓を求めます。 

全員御起立願います。 

〔出席者一同起立〕 

○丸野達夫委員長 宣誓書の朗読を願います。 

○木村勝治証人 宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何

事もつけ加えないことを誓います。平成 29 年 12 月４日、木村勝治です。 

○丸野達夫委員長 それでは、宣誓書に署名捺印を願います。 
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〔木村勝治証人、宣誓書に署名捺印〕 

○丸野達夫委員長 御着席を願います。 

〔出席者一同着席〕 

○丸野達夫委員長 これより証言を求めることになりますが、証言は証言を

求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際は、その都度、委員長の許

可を得てなされるようにお願いいたします。なお、こちらから質問をしてい

るときは着席のままで結構ですが、お答えの際は起立して発言を願います。 

 委員各位に申し上げます。 

本日は、アウガ問題に関する調査特別委員会で疑義の残った事項、あおも

り「食」街道めぐり事業及び青森市「食」街道めぐり事業に係る工事の入札に

おける見積もり合わせに関する事項、ヤマト運輸株式会社の出店に伴う工事

におけるスプリンクラーの移設・増設に関する事項、平成 25 年３月に行った

地階飲食店の出店に伴う工事及び「アウガ１階水の遊歩道工事①」、「アウガ

１階水の遊歩道工事②」、「アウガ１階１―８区画ガールフレンド」の工事に

対し、青森駅前再開発ビル株式会社が工事費を負担していたことに関する事

項、青森駅前再開発ビル株式会社が行った国等の補助事業工事の手順に関す

る事項及びアウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政関係等の関与の状況調

査に関する重要な問題について、証人より証言を求めるものでありますこと

から、不規則発言等、議事の進行を妨げる言動のないよう御協力をお願いい

たします。 

また、委員の発言につきましては、証人の人権に留意されますよう要望い

たします。 

これより、木村勝治証人から証言を求めます。発言の申し出がありますの

で、順次、これを許します。 

なお、尋問は証言を求める事項ごとに行います。 

また、証人に資料等を提示して質問をする場合は、その都度、委員長の許

可を得て行うようにお願いいたします。 

初めに、証言を求める事項、青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実績報

告書について発言を許します。山脇智委員。 

○山脇智委員 日本共産党の山脇智です。先日に引き続き、お忙しい中の出

席ありがとうございます。 

 それでは、青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実績報告書について、簡

単に数点質問をさせていただきたいと思います。 

 まず初めに、これまでこの工事請負契約書など、この事業書に添付されて

いる書類について、さきにビル会社の職員の野呂証人、福島証人などから、

工事請負契約書などの重要な書類については、上長――まあ、次長ですとか

常務ですとか、上の人が作成に携わらないとつくれないという証言があった
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んですけれども、この実績報告書の作成について、木村証人はどのようにか

かわったのか、例えば作成に関与した書類などもあるのかどうか、もし記憶

にある範囲で証言を求めたいと思います。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 お金が絡むことについては、全て役員会を通してやってお

ります。で、その上程書なるものは誰がつくるのかということでございます

けれども、いろんな議案ありまして、それ、各いろんな方々から意見を集め

て、社内ミーティングなり役員ミーティングでお話し合いをして、これは上

程すべきだという事項については、書面を作成する最後は私だったと思いま

す。 

以上でよろしいんでしょうか。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 書面を作成する最後は木村証人だったということで、それで

は１点だけ少し確認をしたいんですけれども、この「食」街道めぐり事業補

助金完了実績報告書の一番最初には、肉筆で文書――文書というか、事業の

名称が記載され、交付決定額や精算額が記載されているんですけれども、こ

れが誰が記載したものであるか、ちょっと木村証人に確認を求めたいので、

少し見せてもよろしいでしょうか。 

  〔山脇智委員、委員長に資料提示の許可を申し出〕 

○丸野達夫委員長 どこのことですか。 

ああ、はい、どうぞ。 

  〔山脇智委員、木村勝治証人に資料を手渡し、「ここの日付ですとか、こ

この部分が実際に記入されている部分なんですけれども、これらが誰

が記載したのか、もし覚えていれば」と呼ぶ〕 

  〔木村勝治証人、当該資料を確認〕 

○木村勝治証人 これは私が記載したというか、書いた文章ではないです。

ただし、それを見せられて、あ、いいねという承認はしたかもしれない。誰が

書いたかは、今の段階では記憶してございません。 

○山脇智委員 わかりました。 

私の質問は以上で終わります。 

○丸野達夫委員長 次に、中村美津緒委員。 

○中村美津緒委員 新政無所属の会、中村美津緒でございます。先日に引き

続きお忙しい中、当アウガ問題調査特別委員会に御協力いただきまして、ま

ことにありがとうございます。 

実績報告書について、私も数点になります。ちょっとお尋ねしてまいりた

いと思います。先日とそしてきょう、前の木村証人の部下でございました福

島証人、そして野呂周生証人に来ていただきまして、証言をいただきました。



 

－64－ 

そこで、同じ会社内だったんですけれども、ちょっとこの実績報告書の中身

に記載されているところで、意見がちょっと、証言が食い違ったところがご

ざいますので、木村証人の証言でちょっと確かめていきたいと思います。ま

たこちらを見せたいのですが。 

  〔中村美津緒委員、委員長に資料提示の許可を申し出〕 

○丸野達夫委員長 実績報告書のことでしょ。何を見せるか委員にも言わな

いとわからないので。 

いいよ、お見せして構いません。今、実績報告書を見せたいということで

す。 

  〔中村美津緒委員、木村勝治証人に資料を手渡し、「今、情報公開したの

で大事な部分は黒塗りになっているということでございました。じゃ、

これについてちょっとお尋ねします」と呼ぶ〕 

  〔木村勝治証人、当該資料を確認〕 

○中村美津緒委員 ただいま実績報告書に添付されております工事請負契約

書を木村証人に見ていただいておりますが、その工事請負契約書ですが、そ

れはどなたが作成したのか、お答えください。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 これを書いた人が誰かということになれば、ちょっと定か

でありません。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 わかりました。 

ビル会社の誰かというまでは、ちょっとわかりかねるということでござい

ましたが、それは、沼田建設様の代表者の押印もされております。もちろん

ビル会社の社長の押印もされております。その書類はビル会社側で作成され

たものでよろしいでしょうか。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 これもどちらから出たかはちょっと定かじゃありません。

今の段階では、私、記憶にありません。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 わかりました。 

 じゃあそれでは、先ほどそちらの実績報告書、ある程度一応中身を精査し

て確認したというお話でございましたが、当時はじゃあ、一連の――まあ、

最初から最後までは全部目を通したという認識でよろしいでしょうか。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 はい、一応目は通したと思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございます。 
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 そうしますと、今見せたのが実績報告書に書かれているスイーツコーナー

という工事請負契約書を見ていただきました。そうしますと、沼田建設が工

事請負契約を交わし締結したのは明らかになっておりますが、元常務取締役

といたしまして、沼田建設に対しましては補助事業であるということは、沼

田建設に伝えておりましたでしょうか。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 私からは伝えたかどうかはちょっと定かでありません。記

憶もはっきり申し上げられません。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 それでは、ビル会社のどなたかは、沼田建設に対してこ

れは補助事業であるということを伝えたかどうかという認識はございますか。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 それはなければ多分出ないと思います。ですから多分伝え

てあると思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございます。 

 沼田建設の元従業員の工藤信孝氏もこちらに来て証言をいただいたんです

が、ビル会社の窓口になっていたという方がいらしたと証言をいただきまし

た。木村証人は、沼田建設との交渉役の窓口になっていた方はどなたか御存

じでしょうか。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 多分、野呂周生さんじゃないかなというふうには思ってい

ます。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございます。 

 それは工事に関する部分を沼田建設さんとの交渉役でよろしかったでしょ

うか。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 いや、補助事業であるということを伝えて見積もりをとっ

ていると思います。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 わかりました。今の質問で実績報告書については終わり

ます。 

ありがとうございました。 

○丸野達夫委員長 次に、証言を求める事項、株式会社ＢＳＭモニタリング

資料について発言を許します。山脇智委員。 

○山脇智委員 初めに、ＢＳＭモニタリング資料についてのうちの最初の項
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目、「株式会社ＢＳＭモニタリング資料におけるインタビューでの野呂代表取

締役社長就任までの経緯について」という項目で通告していたんですけれど

も、大分前のことなので、もしかしたら記憶がちょっと間違っているのかな

というふうにも思うんですけれども、さきの丸野委員長の主尋問において、

自分が社長に就任の依頼をされた際に、小枝専務を社長に適任ではないかと

いうことで推薦をした覚えがあるというような御発言があったかと思うんで

すけれども、ただＢＳＭモニタリング資料のほうでは、ちょっとそのまま読

ませていただきますと、当初は私が社長の要請を受けた。難しいと答え、「代

わりに、社長となる方の推薦を依頼され、その際に『ビル会社の経営課題は、

地権者との調整なので、むしろ地権者に社長を依頼されては』との発案を行っ

たところ、野呂社長へ就任要請がなされたのではないかと理解している」と

いうことで、野呂社長が就任した一番最初の、平成 23 年６月 30 日のＢＳＭ

グループから出された経営診断書には記載がされているんですけれども、こ

ちらのほうで間違いがないかどうか、まあ、当時の記憶をちょっと思い出し

ていただいて答えていただければと思うんですが。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 ＢＳＭのモニタリングのいろんな市に提出されている書類

は、私は一度も見たことはありませんけれども、私が前回のお話しさせてい

ただいたときは、加賀谷副市長さんに呼ばれまして、小枝さんと私を役員に

推薦したいんだと言ったときに、一番最初、私にと来たんですよね。ところ

が、いや、先輩だし第三セクターについては小枝さんのほうがよっぽど知っ

ているということもあったので、私はその席で、加賀谷さんに私じゃなくて

小枝さんを社長にしたらいかがですかとおっしゃったんです。ところが今度、

小枝さんがそれも辞退したわけですよね。それで誰も社長になる人がいない

ので、どなたがいいですかということを多分ＢＳＭから相談されたときに、

ＢＳＭにはアウガビル会社設立以来、ずっと役員をやっていらした野呂社長、

一番詳しく内情を知っているはずですから、しかも地下にすごいいろんな問

題があったんですよ。そういう課題を全部知っているはずですから、野呂さ

んか地権者でよく御存じの方を社長にしたらいかがですかということを申し

上げたわけです。したら、あとで加賀谷さんも、あ、それいいねとかって言っ

ていましたよ。 

以上ですが。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 先ほど小枝専務と言ったのは加賀谷副市長、当時の取締役に

お話をしたということで、恐らくこのＢＳＭグループに話ししたのは、これ

取締役へのインタビューということで最後のほうに載っていまして、当時Ｂ

ＳＭが取締役社長と専務と木村証人――常務の方にインタビューをして、こ
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ういうふうに載せていたということで、そういうことで、木村証人の発案で

地権者が社長になったというふうな流れだったと思うんですけれども、この

地権者が社長になったことについて、木村証人は、会社にとってこの地権者

が社長になったことはいい影響だったか悪い影響だったか、どういう認識を

持っているかについて、少し見解を示していただきたいと思いますが。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 今、野呂社長のことばっかり出ましたけれども、実はもう

一人米谷さんという方が地権者の中で、両方の組合なんですよ、地下の。２

大組合です。したがって、野呂さんだけをどうのこうのという話ではないと

私は思っていますし、それと、今までの取締役社長はほとんど非常勤、ほと

んど会社に顔出さない。そういうのが 10 年間も続いたわけです。ところが、

野呂社長になってからは、毎日顔を出しました、会社に。一日中いるわけじゃ

ないですけれども。それで必ず私とか、ほかの職員とかほかの役員さんとか

とお話し合いをして、問題があったら即座に解決していこうと、そういう姿

勢もありましたし、それのことについては私はすばらしい社長だったと今で

もそう思っております。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 木村証人の認識はわかりました。 

 次に、ＢＳＭモニタリング資料について、取締役会で、ＢＳＭモニタリン

グ会社にビル会社としても依頼をしたほうがいいんじゃないかという話が、

取締役会でなされていたことがあるんですけれども、私はこれ、市が依頼を

してこういう資料があるのであれば、市にお願いをしてこの資料を見せても

らって、ビル会社でも共有するといったこともできたんではないかと思うん

ですが、そういうことにならなかったのはなぜなのか、少し見解を示してい

ただきたいと思うんですが。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 ちょっと質問の意味が、ちょっと理解しがたいとこもあり

ましたけれども、要は、ＢＳＭの聞き取り調査した資料を市に出しましたよ

ねと。その資料をこっちでももらえたのではないかという質問でしたでしょ

うか。 

○山脇智委員 そうです。会社としても依頼をしたらどうかという話し合い

がなされていたので、既にあるものなので、市からもビル会社からもという

ことじゃなくて、市にもう既に報告書があるので、それを市とビル会社で共

有できなかったのかという御質問です。 

○木村勝治証人 私どもがＢＳＭに依頼したものじゃありません。依頼者

じゃありません。依頼したのは市です。したがって、市に提出する書類を私

どもが見る権利はないです。見せてくれと言ったら見せてくれたかもしれま
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せん。しかし、それはあくまでも市との契約の中で行われていることであっ

て、私は一度もその書類、どういう書面で、報告になっているのか一度たり

とも見たことございません。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 わかりました。 

当時、取締役には当然市からも派遣がなされていたので、このＢＳＭの資

料については、経営診断が本当に細かく分析されていて、大変参考になる資

料でしたので、また、黒字化された当初も、診断の内容では業績は悪化して

いるということが書かれていますので、ぜひ共有をした上で、会社の立て直

しなどがなされればよかったなという認識で質問したんですけれども、今の

証言で、そういった全く共有がなされていなかったということがわかったの

で、私の質問はこれで終わります。 

○丸野達夫委員長 次に、証言を求める事項、取締役会について発言を許し

ます。山脇智委員。 

○山脇智委員 それでは、取締役会について、取締役会資料「青森駅前再開

発ビル株式会社の経営検証について【アウガオープンからの 10 年間】【計画

と実績の年間比較】」から御質問していきたいと思います。 

 これは、取締役会に付されていた資料でして、たしか第 145 回の平成 24 年

度に行われた取締役会に付されていた資料なんですけれども、これそのまま

打ったものを手元に用意してあるので、誰が作成したのか、また見た記憶は

あるかどうか確認のため見せてもよろしいでしょうか。 

  〔山脇智委員、委員長に資料提示の許可を申し出〕 

○丸野達夫委員長 これはオリジナルではないけれども、山脇委員が打った

と。 

  〔山脇智委員「そうです」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 どうぞ。 

  〔山脇智委員、木村勝治証人に資料を手渡す〕 

  〔木村勝治証人、当該資料を確認〕 

○丸野達夫委員長 他の百貨店との比較がなされている資料だということで

すよね。あれ、違いますか。 

  〔山脇委員「10 年間の検証ということで、その以前の経営という……」

と呼ぶ〕 

○木村勝治証人 ちょっとわかりませんが、これは取締役会に出された資料

ですか。 

○山脇智委員 第 145 回の取締役会の添付資料に入っていたものです。 

○丸野達夫委員長 恐らく字体等は違うんでしょ。 

○山脇智委員 そのまま持ち出すことができないので、そのままパソコンに
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打ち込んだものですので、ちょっともしかすると文体は当然違います、当時

のものとは。なので、中身が同じかどうか。あと誰がつくったものなのかと

いうのが、もしお示しできるのであれば。 

○木村勝治証人 恐らくこういう類いの文章であれば、私以外こういう資料

を出す人はいないんだろうと思います。で、これは、私が過去 10 何年間やっ

てきた資料を倉庫のあちこちから全部集めてきて、私なりに分析をして書い

たのではないかと思います。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 私も、恐らくこれは木村証人が作成された資料なんではない

かなというふうに思いまして、当時の、過去 10 年の経営の分析がなされ、ま

た問題点などが指摘をされています。そういった中で、先日、中村委員が少

し触れたんですけれども、テナント側で行うべき多額な工事を会社側で負担

していたとかっていう指摘が、今、百条委員会の調査の中で、木村証人が常

務だったころも、実際には一部の工事で行われていたということが指摘がな

されているわけなんですが、その中でこういう資料などもつくって、木村証

人は平成 24 年度黒字化を達成したということを掲げ、今の取締役よりも、

もっと過去の人たちに問題があるのではないかといった指摘もなされていた

んですけれども、この平成 24 年度、なぜ黒字化をできたのかについて、もし

認識があれば――認識というか、御説明できるのであれば見解を求めたいと

思います。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 当時は私が調べた限りでは、初年度で２億円ぐらい赤字出

したのかな。で、平均すると、約 6000 万円ぐらいずっと赤字でした。私が就

任したときにまずやらなきゃいけないなと思ったのは、経費の見直しです。

それで、可能な限り、たとえ１円なりとも、10 円なりとも経費を削減すると

いうふうに取り組みまして、さらに家賃の低減を行いました。結果――ちょっ

と記憶間違っていたらごめんなさいね、6000 万円ぐらいの経費の削減を図っ

たという記憶がございます。 

したがって、初年度は決算月を市の会計年度に合わせるために３月末で締

めることにしまして、13 カ月の決算したんですよね。それでちょっと膨らみ

ましたけれども、それでも計画よりは 1000 万円ぐらい少なかったような記憶

であります。で、次年度――２年目ですけれども、たしか九十何万円かな、黒

字になったと思いますが、それは、いわゆる経費削減した部分と、どうやっ

たら収入図れるかと。これに邁進したと。したがって、水の遊歩道のところ

であるとか、入り口のファサードであるとか、いわゆる店内の遊休スペース、

使われていないスペース、これをいかに活用するかということで、そこから

どうやって収益上げようかというものをそれぞれ行いましたし、バスカード
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の販売とかいろんな収益を得るための事業を行いました。 

結果、催事は水の遊歩道も含めての話ですけれども、約 700 万円ぐらい上

がったのかな。次年度は、1300 万円ぐらいやろうよねという計画をつくる段

階で更迭をされたということでございまして、その後については、どういう

経営をなされたのかはよくわかりませんし、それと、直営店に投資をしたと

いうお話を再三されていますけれども、これは過去 10 年間に何回もやってま

すよね。その中の代表的なのは、テナントがなかなか入らないために、中三

さんより４ショップだか導入した。このときは、多分全部自前だったと思い

ますよ。しかもその契約先が、ある方の焦げつきの業者だといううわさも聞

いています。幾ら調べても資料が出てこないからこれはわかりませんけれど

も、そういうことが頻繁に行われていたのではないかという疑念は私も抱き

ました。 

以上です。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 確かに今、木村証人が言われたとおり、平成 24 年はわずかで

すが黒字化をしています。そしてその一番の原因は、この賃料が 7000 円から

4000 円に引き下げられた――これが一番地権者に支払う賃料がですね――こ

れが一番大きな理由であることはわかるんですけれども……。 

  〔木村勝治氏「それ、5000 円から 4000 円じゃないですか」と呼ぶ〕 

○山脇智委員 あ、5000 円から 4000 円ですね。そうですね。 

ただ、20 期は５月末まで 5000 円で、六、七月が――平成 23 年ですね――

7000 円で、８月以降 4000 円なので、前年度の８月からはもう既に 4000 円で

やっていて、そのまま第 21 期・平成 24 年度は 4000 円でやっていて、この分

が黒字化に寄与した部分が大きいという部分。あと、先ほどあった経費節減

などの話もあるかとは思うんですけれども、それ以外にちょっといささか不

可解なことがこの黒字化のために行われたのではないかというふうに私は

思っておりまして、まず、固定資産の減価償却内訳明細書、これ決算書につ

けられていたものなんですけれども、これまでのほとんどのテナントは、こ

の減価償却が 10 年で設定がされているんですけれども、新たに行った工事、

りんご箱ですとかリアンですとか……。りんご箱ですとか、ガールフレンド

ですとか、まあ当時に出店されたものは全て減価償却が 39 年という、ほかよ

りも約４倍長い、鉄筋コンクリートの建物と同じ減価償却率で行われている

わけなんですが、なぜこれまでと同じように 10 年ではなくて 39 年にしたの

かについて、もし説明できるのであれば証言を求めたいと思うんですが。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 私いたときにびっくりしたのは、私らの経験では、例えば

ここつくるとなるとね、ここに資産台帳がありまして、壁が何ぼ床が何ぼっ
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て、それが普通ですよ。ところが私行ったときにびっくりしたのは、個々の

パーツの減価償却の金額を記載されたものはありませんでした。なぜかって

聞きましたら、全部建物一括になっているんですよ。で、私、公認会計士のと

ころに行って、いろいろ相談させていただきました。そしたら、過去の事例

からしても、建物と全部一体――インフラもみんなですよ。水道管からガス

管から電気設備から全部一体になっている、建物一本になっているんですよ。

こんなばかな話ってあるかと。私は大変疑問に思いました。ましてや、図面

が何にもないんですよ。インフラの図面、電気図面から配線図面から。あり

得ないと思うんです、私だったら。当然それをもとにして、そこを除却すれ

ば除却損出す、これが普通でしょ。それが一切ない、10 年間。 

 で、どうしたものかと。これは柳谷会計事務所のほうに相談をさせていた

だいて、そして建物一括でいいのではないかというふうな御意見を頂戴して、

そうしたと私は記憶しています。私の一存とか、私らの役員が一存でやった

ことではございません。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 公認会計士にも相談をしているということだったんですけれ

ども、他の店舗が 10 年であれば、この 39 年の鉄筋コンクリートのもので減

価償却する場合は、もう完全に張りついていて、もう建物と一体化している

テナントとかであれば 39 年でいいけれども、もし他のテナントと同じ工事で

あればやはり 10 年で出すべきだろうと。で、公認会計士がいいって言ってい

るのは、ま、全く税務署に申告する場合であればその 39 年でやっても多く当

然税務署としては税金を黒字――減価償却率が下がるということは赤字分が

抑えられるということなので、そうであれば税務署とかは全く文句は言わな

いと。で、公認会計士もそれでやってもらえるんであればいいと言っている

んですけれども、やはりそうやって黒字化することにはやはり問題が企業上

はあるというふうに――私、先日中村委員と税理士の方に相談をしたんです

けれども、この資料を見てこの会計処理の仕方、減価償却率の設定の仕方に

は問題があるのではないかという指摘をその税理士の方はしていました。 

 またあと、今回わずかで黒字化した平成 24 年度なんですけれども、この時

期に決算書に急に直営店――先ほど木村証人がさまざま直営店出されていた

ということなんですが、このガールフレンドが恐らく初めてビル会社も在庫

が管理している直営店だと思うんですよね。この在庫が 500 万円ほど計上さ

れて、それも資産として計上されている。こういった部分が黒字化にも大き

な影響を与えているということで、税理士の方がこれは粉飾決算に当たると

いうような発言もされていたわけなんですが、この黒字化については確かに

賃料の部分や経費節減もあると思うんですけれども、多少このような強引な

手法で黒字化がなされたのではないかというふうに思うんですが、その辺に



 

－72－ 

ついて木村証人はどういった認識を持っていますでしょうか。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 どこの税理士さんがおっしゃっているのか私、定かでござ

いませんけれども、粉飾決算というのはどういうことですか。 

○山脇智委員 それは、本来であればこの企業会計については赤字である分

には税金を払わなくても、ま、少ない税金で済むわけなんですけれども、こ

れを無理やり黒字化をして申請をしているのではないかというふうに指摘が

なされて、これはこの減価償却の部分ですとかが粉飾決算に当たるというふ

うに、その税理士の方からは――当たるのではないかというふうに言われた

ということなんですけれども、それについて木村証人はどういう認識を持っ

ているかという質問です。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 何をもって意図的な数字、操作したのかよくわかりません

けれども、少なくとも月２回は若山会計事務所の方がいらして全て帳簿なり

何なり相談させていただきましたし、決算報告につきましては決算書式、い

ろんな計算書式ありますけれども、全て柳谷会計事務所さんのほうに赴いて、

帳簿も見せて承認を得て、これだったらいいと。これは会計士さんの義務で

すから、大会社に所属するね。公認会計士さんの事務所ですから。その御指

示以外のことをした覚えはございません。 

○丸野達夫委員長 山脇委員。 

○山脇智委員 私が言っているのは、公認会計士さんに相談してそれが認め

られたからいいと言っているんですけれども、それは税務上金額を納める税

務署からすれば多く税金を取れる。で、公認会計士さんからすれば、それで

申請をすれば当然ながら指摘はなされない。そういうのであれば、ビル会社

からそう依頼されればそのまま通るわけなんですけれども、実際は赤字なの

に黒字として決算が最終的になされたのではないかということに関しては、

恐らくこのビル会社がもしここで赤字であれば債務超過、ま、減損会計をし

なければならないということになって、債務超過になるおそれもありました。

もしこれが債務超過になっていれば、この時点で減損会計、会社の整理も早

く進んだかもしれない。そしてこうやって延命がなされたといってもいいん

ではないかと思うんですが、この延命がなされた後の期間によって、さまざ

まな不正が行われた今の事業が問題になっている。ま、そういった面から考

えると、私はこの黒字化については、営業努力とか経費の節減ではなくて、

それ以外にもさまざまな手法が行われたのではないかということを指摘して、

私の質問は終わります。 

  〔木村勝治証人「委員長、よろしいでしょうか」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 それは意見を言うということですか。 
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○木村勝治証人 私の――何というのか、今いろんな操作をしたのじゃない

かと言っていますから、それに対してのお答えです。 

○丸野達夫委員長 証人の意見を述べることは当委員会ではできません。証

人が質問することもできないので、そのことについては大変申しわけござい

ませんが仕方がないと思います。 

 ただ、山脇委員がここで意見を述べたことについては、本来それは山脇委

員が捉えている意見ですので、そのこともできないことになっていますから、

双方御了承の上で質疑を続けていただきたいと思います。どちらもできない

発言ですので。 

 次に、中村美津緒委員。 

○中村美津緒委員 木村証人におかれましては、最後の項目になりました。 

 で、これまで調査事項で大分私の質問もなくなりましたので、今まで証人

に来ていただいた方の、ちょっとこの証言が食い違っているところがありま

したので、そこの確認と質問をさせていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 まず初めは、取締役会について、代表印の管理なんですけれども、代表印。

代表取締役印の管理についてからちょっとお聞きしてまいりたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

 まずまた資料をちょっとごらんになっていただきたいんですが、これは平

成 23 年３月１日付の業務委託契約書でございます。木村証人が就任している

ときの業務委託契約書でございます。 

  〔木村勝治氏「23 年３月ですか。私、就任してませんよ」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 24 年からでなかったか。24 年からだべ。 

○中村美津緒委員 申しわけございませんでした。じゃ、これはなしでお願

いします。 

○丸野達夫委員長 あれです。就任してないんですよ。木村証人は平成 23 年

５月 27 日に就任したと登記簿ではなってございます。はい。 

○中村美津緒委員 ２カ月ばかりちょっと勘違いをしておりました。申しわ

けございませんでした。 

 じゃ、今この話は３月なのでなくなりまして、先ほどの実績報告書の件で

ございますが、こちらの先ほど見ていただいた工事請負契約書、こちらにも

代表印が押してありました。先ほど黒くなっているのでちょっとわからな

かったと思うんですけれども、こちらの代表印の取り扱いなんですけれども、

日常主にどなたが――木村証人が就任いたしまして、代表印の管理はどなた

が行っていたのかお答えください。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 私が就任したときに文書管理規程、印章管理規程、何にも
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なかったんです。それから稟議規程もなかった。私がつくったんですよ。で、

印章管理は私でなくて総務部長やっていた方に、鍵つきの金庫ですから鍵を

預ける。そして必要な書類には彼に言って、あけてくれと言って鍵をいただ

いて、そして書面を事前に社長のとこ持っていって、了解を得てから押して

いました。 

 以上です。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございました。 

 そうしますと、木村証人もその代表取締役印を押したことがあるときは

あったんでしょうか。 

  〔木村勝治証人「ありますよ。社長の了解を得たらね」と呼ぶ〕 

○中村美津緒委員 ありがとうございました。 

 続きまして、先ほど山脇副委員長の質問の中で、木村証人が過去 10 年のい

ろんな資料を引っ張り出して、過去どんなことが行われていたのかという、

そういう検証もみずからした、そして議事録に添付されていたような 10 年間

の検証というものが私も木村証人が、あの文書をつくれるのは木村証人しか

いないというふうに私も考えておりました。 

 そこで、平成 24 年の 11 月 26 日の取締役会議事録の中で、日本政策投資銀

行が監査したという、検証した重要なその書類のことを、木村証人は議事録

の中で――ま、それが記載されているんですね。 

これも私、過去の青森市議会の議事録を見ましたけれども、唯一平成 20 年、

大矢現議長が唯一１人だけがこの件について質問していたんです。で、私も

なかなかその契約、３カ年計画書がなかなか手に入らなかったんですけれど

も、ちょっとこれで木村証人が当時このアウガ改善３カ年計画書を、これを

日本政策投資銀行が監査した内容なのかちょっとごらんになっていただきた

いので、よろしくお願いいたします。 

 〔中村美津緒委員「これ、独自に入手した、会社が作成した計画書です」

と呼び、委員長から証人への資料提示の許可を申し出〕 

○丸野達夫委員長 木村さんは政策投資銀行が監査したと知っているのです

か。 

○中村美津緒委員 監査したこと知っております。 

○丸野達夫委員長 どうぞ。 

  〔中村美津緒委員、証人へ資料を手渡す〕 

  〔木村証人、当該資料を確認〕 

○木村勝治証人 お答えしますが、これだけじゃないですよ。５カ年計画の

計画書もあれば、いろんな書類ありましたよ。で、その中で、政策投資銀行に

つきましては、開店２年目に政策投資銀行が会社に対して意見を申し述べた、
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記載されたものが私見つけまして、それをファイリングしています。そのと

きには既に家賃が高すぎるという指摘をしてあるんですよ。で、その後役員

がかわるたびにこういうものが出てくるんです。３カ年計画だ、５カ年計画

だ。一度たりとも実行されたことないですよ、この中身を。私の記憶では。何

のためにやっていたんでしょうと、私はそういう懸念を抱きました。 

 以上です。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございました。 

いや、実は今まさにその証言が欲しかったんですけれども、平成 15 年のそ

の段階で、オープンして２年後ですか。地権者への地代が高いというふうに

日本政策投資銀行ですか――が指摘をいたしまして、早急にすべきだという

ものがそこに書かれていたということで、木村証人も実際取締役会でそれを

説明していたということがわかって、本当にすごく検証していたんだなとい

うふうに私は正直、もしこれがもうちょっと早く実行さえしていれば、アウ

ガはちょっと変わっていたんじゃないかなというふうに考えておりまして、

で、次の質問なんですけれども、木村証人はいろいろと何とか経営を改善し

ようというふうに心がけていたのは、十分に取締役会議事録を見て伝わるも

のがあったんですけれども、ただそれが、平成 23 年の７月――23 年ですね。

平成 23 年の７月なんですけれども、４名の方がビル会社に入社をいたしま

す。で、取締役会議事録にでも人員を削減しなければいけないというふうに

木村証人もおっしゃっておりますし、先ほど来何度も出てきました株式会社

ＢＳＭの中にも、職員の給与が本当に生活保障最低限度の給与じゃないと

ちょっと厳しいというような、厳しい書き方もしている中で、ビル会社側が

人材を、求人を出していないのも明らかになっているんですが、そのとき平

成 23 年７月に何で４名ものスタッフが入ることになったのか。ま、１人か

きょうの証言で、無報酬だということがわかりましたけれども、ほかの３名

は給与が出ていたことが明らかになっているんですが、なぜ入社する必要が

あったのか。ちょっとこれ、お尋ねしたいと思います。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 新しく採用したことばかり申しておるようですけれども、

退社された方がいらっしゃいますよね、三、四名ね。実際ふえたのは１名ぐ

らいしかいないと思うんです。で、やめられた方の当然穴埋めしなきゃいけ

ませんよね。販売促進をつかさどるとか。私が行って一番問題にしたのは、

空床スペースの解消ですよ。毎月のように出ていくんですから、テナントさ

んが。これは歯どめをかけなきゃいけない。ならばそういう部門をつくらな

きゃいけない。で、これも私単独で決めた記憶はありませんで、当時の佐々

木経済部長であるとか、横内信満さんでしたっけ。であるとか、毎日のよう



 

－76－ 

に会社に来ていただいておりまして、アクションプランをつくるときにも全

部説明をして、こうこうこういう人材が必要だからどうかと。で、そのとき

も市側からはなるべくふやさないでくれという提案も受けたけれども、どう

してもこうこうこれの人数は必要なのだということを説明させていただいて、

人件費的には１名分もふえていないと思いますよ。それは経営するための支

出として、資本として必要なことなんですよ、人材というのは。よって採用

したということでございます。 

 以上ですが。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 わかりました。 

 そうですね。入ったことばかりちょっとあの――見ていなかったもので、

当時いたスタッフがやめてその４人が入ったということはちょっと私の調査

不足でございましたので、ただ平成 23 年第３回定例会では、今、名前出まし

た佐々木淳一経済部長が取締役会にも報告しておりまして、ま、４名選定し

てビル会社に入社していただいた経緯がちょっと書いてあったもので、今、

質問させていただきました。 

 で、今まで異質的な、無報酬の契約嘱託職員の方が１名――きょうも来て

いただきました野呂周生証人でございますが、ま、後の取締役会議事録にも

出てくるんですが、いろんなその異質な方が入ってくるたびに就業規則です

かを変えなければいけないということで、変えているのも添付されていたん

ですが、手前ども、まだ平成 23 年度の取締役会議事録がまだ手に入っていな

いもので、確認できていないのでお尋ねいたしますが、野呂周生証人が契約

嘱託職員になった平成 23 年の７月には、そういった就業規則等の変更はあっ

たのでしょうか。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 就業規則の変更までしたかどうかはちょっと記憶にござい

ません。 

 以上です。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 わかりました。ありがとうございます。 

 続きまして、これまでの調査と福島証人、そして野呂周生証人のちょっと

また食い違いがありますので、ちょっと上司でありました木村証人にちょっ

とお聞きいたします。 

 りんご箱の出店の経緯……。 

  〔木村勝治証人「ちょっともう１回」と呼ぶ〕 

○中村美津緒委員 りんご箱出店の経緯。これも取締役会議事録に何度も出

てきますので、それについてお尋ねいたしますが、りんご箱出店の経緯につ
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きまして、結果してビル会社側が 2000 万円出しました。これも明らかになり

ました。で、沼田建設がそれを 60 回で支払っていきますよというのも取締役

会議事録に記載されておりますので、これも明らかになっております。 

ただちょっと矛盾点があったのが、今までのこの経緯が、ビル会社側から

沼田建設にお願いをしたのか、沼田建設から応援したいのでビル会社何とか

支援していただけませんかというのが、ちょっと全然食い違っているんです

ね。そこをちょっと木村証人の、ま、取締役会議事録にも記載されていたん

ですが、お尋ねいたします。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 前回も申し上げましたけれども、当初の契約者は沼田建設

でも何でもなかったんですよね。本町で営業しておった三味線ライブやって

た……。 

○丸野達夫委員長 名前は言わないでください。 

○木村勝治氏 ええ。お店の方です。で、その方が自分でお金出してもいい

からやらせてくれと。こういう話が当初あったわけですよ。 

 それで、私ども当初からそこに手前どものお金を出すという予定はなかっ

たんですよ。それでそのＮ氏が、銀行に融資を諮っていた、何とかしてと。と

ころがおりなかったんですよ、一銭も。で、そうは言っていられないわけで

すよね。空床にしておくわけにもいかないし、大事な収入源ですから。じゃ、

わかりましたと。じゃ、家賃に反映してもいいかということで私どもで出資

をして、その分、前――沼田さんの前ですよ。の契約者ともそういうお話を

させていただいて始まったわけですけれども、実際その方が３カ月か４カ月

かで倒産されましたよね。で、事業ができなくなっちゃったんですよ。それ

で、先ほど言ったように融資がおりないから、お金がないからということで

沼田さんにお願いをして、沼田さんに見積もり出していただいて、そして私

どもで資金援助をして、あそこのお店をつくったというのが経緯だと思いま

す。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 そうしますと、今の木村証人の認識ですと、最初にビル

会社側と業務委託を交わしたのは、青森で飲食店を経営していたＮ氏とその

業務委託契約を交わしたという認識でしょうか。 

  〔木村勝治証人「そうです」と呼ぶ〕 

○中村美津緒委員 （発言する者あり）今、まあ取締役会についてのことで

ございますので、りんご箱というか取締役会……（「りんご箱終わってんだぞ」

と呼ぶ者あり）だめですか。 

○丸野達夫委員長 私も取締役会議事録を見ていますのでわかるんですが、

その取締役会の議事録では、2000 万円のその工事費を 60 回に分割して、33
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万 3000 円でしたっけ。で、払っていくということは議論されている。そのこ

とについて聞くのであれば可能だと思いますけれども、そのことについて…

…。 

○中村美津緒委員 はい。申しわけございません。そのことについて聞いて

おります。 

 それで、ちょっと木村証人のちょっと認識をもう１回確認したいんですけ

れども、実はビル会社と業務委託契約を交わしたのは沼田建設でございまし

た。で、その下にＮ氏がおりまして、もともと最初から、３月５日の業務委託

契約書にはビル会社と沼田建設の業務委託契約書でございました。 

 それで、2000 万円の負担のお話になるんですけれども、60 回で分割で支払

うということが取締役会で諮られたということが書かれておりました。なの

で、それは間違いないですよね。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 そのＮ氏と直接したかどうか、今のお話聞いて、ああ、そ

れちょっと違ったのかなという気していますけれども、いずれにしてもＮ氏

が三、四カ月営業に携わってやっていたことは事実です。 

 それと、あと何でしたっけ。取締役会の。それだけでいいんでしたっけ、答

えは。 

  〔中村美津緒委員「結構です。はい」と呼ぶ〕 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 ありがとうございました。 

そうですね。またちょっともとに戻っちゃうとちょっと御注意を受けます

ので、りんご箱の件に関してはこれで終わります。 

○丸野達夫委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 先ほどの山脇委員の取締役会の中で、先ほど減価償却の

お話が出ました。で、本来であればガールフレンド、ヤマト運輸、そしてもち

ろんりんご箱、今まで平成 24 年度に工事したのを減価償却するのに、ま、長

くて 15 年っていうふうなのを、ちょっと私もちょっと税務署のほうに行って

聞いてきたんですけれども、軀体であれば最長で 39 年は考えられるけれど

も、ま、そこには先ほど言いました電気設備だとか水道工事もろもろ、棚、そ

して什器備品等々も含めて 39 年になっていたんですね。で、木村証人が先ほ

どおっしゃった、本来であれば分けるべきだと、細かく。でもそれが木村証

人の代で全てが 39 年になっていたというのを、取締役会の議事録にも損金に

はならないと、ま、資産で計算して、長いスパンで見るので経費が圧縮され

るというふうなお話をしていたので、私もそういった――ちょっとこう言い

方は不適切かもしれませんが、経費を抑えて何とか黒字にするための策を

とったのかなというふうなことを私も考えていたんですが、その件について
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もう一度御指摘ください。 

○丸野達夫委員長 木村証人。 

○木村勝治証人 意図的に黒字にしようとか、そういう意識を持って経営し

たことはございません。結果的に黒字になりましたけれども、そこに数字の

改ざんであるとか、会計法上の記入の仕方であるとか、こういういわゆる違

法的な、意図的に黒字にするような操作をした記憶は一切ございませんし、

それよりも何よりも驚いたのは、あのビル自体が全部一括ですよ、減価償却。

御存じでしたでしょうか。ここだけが 35 年というわけじゃないんですよ。私、

びっくりしたんですよ。資産台帳ないんですよ。普通だったら個別にみんな

ありますよ。電気工事代、どこどこ幾ら、みんな幾らって、みんな資産台帳が

あって、その台帳によって法的減価償却年数ってあるんですよね。機械であ

れば何年、木造のこういった造作で何年って、みんな法的に決まっているじゃ

ないですか、減価償却する年度というのが。本来であれば、過去の十何年間、

そうあるべきだと私は思いましたよ。ところが全部建物一体ですよ、全部。

インフラから何から全部。こんなことあっていいのかなと。私は疑問に思い

ましたよ。それで、その減価償却するにつきましても、私がとか社長とか役

員が意図的にこういうことをしたっていうのは断じて一切ございませんので。

これは全部会計士との相談の上、しかも次年度でしたかな、会計士からは減

損会計しなさいと。そういう兆候があるじゃないですかと。ましてや現預金

が、流動資金が１億 3000 万円ぐらいしかないんですから――あ、１億 6000

万円ぐらいだったかな。で、預かり金が１億 3000 万円なんですよ。あっとい

う間に債務超過になっちゃう。そういう指摘は何回も来ましたよ。で、私も

加賀谷さんも一緒に会計事務所に行って、いろいろ相談させてもらいました

よ。もし、あのまま黙ってやっていたらとっくに潰れていたんですよ。たま

たま――たまたまと言えばちょっとあれなのかな。黒字がなったがために、

実際免れたんですよ。だけど、それを意図的に黒字にしたという覚えはあり

ません。断じてありません。 

 以上です。 

○丸野達夫委員長 中村委員に申し上げますけれども、減価償却率が仮に 10

年から 39 年になったとしても、それは違法でありませんので。経費削減にお

ける手段としては私は認められると思うので、そこに違法性があるような発

言だとちょっとそこは問題あると思いますし、もちろん数字の改ざんがあっ

たらだめですけれどもそうではないので、減価償却率が延びることで経費削

減したことに関しては、そこを木村証人を責めるのはいかがなものかと思い

ますので、そこは注意してください。中村委員。 

○中村美津緒委員 はい。ま、企業会計上、本来のありのままの姿なのかな

とちょっと疑問に思っただけでございました。今、木村証人のお話を聞いて、
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受け入れる状況でございました。 

 これで全ての私の質問を終わります。本当に二度にわたり来ていただきま

して、まことにありがとうございました。感謝申し上げます。 

○丸野達夫委員長 以上で、木村勝治証人に対する尋問は終了いたしました。 

 木村勝治証人には、２日間にわたり長時間まことにありがとうございまし

た。御退席いただいて結構でございます。 

  〔木村勝治証人退席〕 

○丸野達夫委員長 以上で、元青森駅前再開発ビル株式会社常務取締役木村

勝治氏の証人尋問を終わります。 

案件の２、その他でございます。この際、皆様から御意見等ございますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸野達夫委員長 事務局から何かありますか。 

  〔「ございません」と呼ぶ者あり〕 

○丸野達夫委員長 次回のアウガ問題調査特別委員会の開催は、12 月 13 日

水曜日午前 10 時からとなります。 

予定案件は、証人喚問の議決でございます。 

以上をもって、本日の案件は全部終了いたしました。 

この際、お諮りいたします。 

本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審

査にいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸野達夫委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、閉会中の継続審査とすべきものと決しました。 

以上をもって、本日の委員会を終了いたします。御苦労さまでした。 

 

（ 会 議 終 了 ） 

 


